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１　第２期鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略について

　第２期鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下「総合戦略」という。）は，鈴鹿市総合

計画２０２３（以下「総合計画」という。）が掲げる将来都市像

「みんなで創り 育み 成長し みんなに愛され選ばれるまち すずか」

の実現をめざし，今後進展が予測される人口減少と人口構造の変化を見据え，人口減少を

可能な限り抑止するための効果的な取組を推進するとともに，進展する人口減少に適応可

能な，地域の特性に応じた安全・安心なまちづくりを市民とともに進めるため，

の２つの方向性において，以下のとおり４つの基本目標を掲げ，基本目標ごとに統計データ

などから目標数値を設定するとともに，これらの達成に寄与する「施策の基本的方向」及び

「施策の具体的な内容」を位置付けるとともに，施策の進捗状況を検証する仕組みとして，

ＫＰＩ（重要業績評価指標）を設定し，「具体的な施策の内容」である事務事業の推進によ

り，ＫＰＩや基本目標に設定する目標数値の達成水準を確認しながらＰＤＣＡサイクルによ

り推進を行います。

【§１ 人口減少抑止策】

基本目標１－１ 競争力のある産業の創造と雇用の創出

基本目標１－２ 魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大

基本目標１－３ 安心して妊娠・出産・子育てができる社会の実現

【§２ 人口減少社会適応策】

基本目標２ 人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進

【§１　人口減少抑止策】及び【§２　人口減少社会適応策】
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２　総合戦略の体系について

　総合戦略は，国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げられた基本目標と「三重県

まち・ひと・しごと創生総合戦略」を前提とし，総合計画との整合を図り，「鈴鹿市人口ビ

ジョン（令和２年３月改定版）」の分析に基づく課題への対応や地域の特性に応じたまちづ

くりを推進するための戦略として策定しており，総合計画の後期基本計画における施策，単

位施策を，４つの基本目標に沿った形で体系づけ，次のとおり，総合戦略としてまとめてい

ます。

《総合戦略の体系》
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３　総合戦略の進行管理について

　計画期間中の進行管理については，ＰＤＣＡのサイクルにより，評価，検証に基づく改

善，見直しを行うことが必要であり，次の方法により進行管理を行います。

（１）推進体制

　①鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部

　　総合戦略の着実な推進には，全庁的に取り組む体制が必要であるため，庁内の経営層の

　職員で構成する「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部（以下「推進本部」と

　いう。）」及び主管課長などで構成する幹事会を設置し，鈴鹿市人口ビジョン及び総合戦

　略の策定，評価，検証などの進行管理を行います。

　②鈴鹿市地方創生会議

　　学識経験者や産業界，金融機関，メディア，官公庁などの関係者の参画による鈴鹿市地

　方創生会議を設置し，行政外部の立場から，鈴鹿市人口ビジョンや総合戦略の策定や取組

　に対する意見を聴取し，評価，検証を行います。

（２）進行管理の方法

　進行管理については，基本目標の目標数値に対する実績値を統計データなどから把握する

とともに，ＫＰＩ（重要業績評価指標）の実績値に基づく施策の進捗状況について，総合計

画の基本計画に設定する単位施策の検証とあわせ，行政評価の手法を用いて施策の担当課に

よる検証を行います。

　そして，目標数値の実績値の推移及び施策の進捗状況をもとに，推進本部による内部評価

及び鈴鹿市地方創生会議による外部評価により，総合戦略の進行管理を行います。
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【目標数値】

■ 製造品出荷額＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

*１　現状値及び実績値は工業統計調査の結果を用いており，調査結果の確定に2年を要する。

■ 企業立地等に伴う新たな雇用者数（累計）＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 新規雇用者数－退職者数等（年度当たり）

【§１　人口減少抑止策】

（１）基本目標１－１：競争力のある産業の創造と雇用の創出

目標値
（2023年度）

1,500人

現状値
（2018年度） (2019年度)

15,650億円

（2016年度）（2017年度）

現状値
（2018年度）（2019年度）（2020年度）

13,605億円

目標値
（2023年度）（2021年度）

***

実績値

実績値

11,035億円 12,798億円 13,430億円 ***

(2023年度)

***

(2020年度) (2021年度) (2022年度)

903人 1,524人 1,324人 1,375人 ***

13,605億円

11,035億円

12,798億円

13,430億円

目標値：15,650億円
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903人
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1,324人

1,375人

目標値：1,500人
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【講ずべき施策の基本的方向】

【具体的な施策の達成状況】

《推進本部による内部評価（令和３年度取組総括）》

基本的方向１：産業集積の基盤整備と企業誘致及び
　　　　　　　企業の高度化・高付加価値化の推進

　当該基本目標に掲げる目標数値の実績値は，設定する２つの目標数値のうち，１つ
目の「製造品出荷額」は，2018年度からは，実績値が上昇しており，2016年度の現
状値付近まで回復しています。内閣府の年次経済報告書によると，2019年度は，国
内の経常利益の変動について，製造業では，前年度以前から続いていた売上高のプラ
ス寄与が縮小し，マイナス寄与に転じたとしておりますが，全国の年間の製造品出荷
額は４％増加しており，本市の製造品出荷額についても，前年度から若干の増加と
なっています。しかし，2020年度以降にはコロナ禍の影響により大きな減少が見込
まれます。

　また，２つ目の「企業立地等に伴う新たな雇用者数（累計）」については，前年か
らは若干増加し，目標値には到達していませんが，目標値に近い雇用者数を確保する
ことができました。これは，民間による開発も含め，企業誘致活動の成果が表れた結
果となりました。

　これらの目標を達成するための施策の達成状況については，設定した15のＫＰＩ
のうち計画値を達成したのは５つのＫＰＩで，達成率は33.3％となりました。

　達成率の上昇に向けては，新規の企業誘致やアフターコロナを見据え，新型コロナ
ウイルス感染症の影響を大きく受けた中小企業を中心に，支援に取り組むことで，新
たな雇用機会の創出を目指し，若者の就業支援など誰もがいきいきと働くことができ
る就業・雇用環境整備の取組を進めることで産業の創造，雇用の創出を図ります。

基本的方向２：第一次産業の活性化 

基本的方向３：消費活動の更なる活性化推進 

基本的方向４：誰もが安心して働ける労働環境づくり 

基本的方向５：地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進 

達成【○】

5 （33.3%）

未達成【×】

10 （66.7%）

基本目標1-1
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●

※　達成：○，未達成：×

基本的方向１：産業集積の基盤整備と企業誘致及び企業の高度化・高付加価値化の推進

437件

594人
4

経営基盤強化の
ための支援を受
けた中小企業の
件数（累計）

新技術開発など
に係る助成採択
件数（累計）

8社

(2018年度)

(2018年度)

(2018年度)

2

水素社会に向け
た取組（水素教
室など）の参加
者数（累計）

1

3

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

現状値

(2019年度)

8社
(2018年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

新規立地企業数
（累計）

未達成 ×

達成状況
※

10社

実績値

(2021年度)

計画値

13社

(2021年度)

17社

866件 890件

1,602人 1,500人

×

未達成 ×

達成 ○

未達成
14社

課題・懸案事項

　新型コロナウイルスやウクライナ情勢などによ
り，社会情勢が大きく変動する中，経済活動が停
滞したことで影響を受けた企業も多いが，リーマ
ンショック以降でも，年間1000件前後の企業立地
件数はある。そのような中で誘致を検討している
企業を把握し，本市への誘致にどう結びつけるか
が課題である。
　また，誘致に必要な新たな産業用地を確保する
ため，民間事業者による開発を促すことも必要で
ある。

　当該補助金を活用する企業が限定されており，
場合によっては，毎年同じ企業が申請をする状況
である。また，補助採択による新技術の開発後，
新製品が完成され実際に販売されていることを把
握するために企業訪問等を行い，その新製品の販
路開拓や拡大などの支援も必要である。

　目標値の件数は，主に中小製造企業に対する現
場支援件数と人材育成研修の参加人数で構成され
るが，新型コロナウイルス感染拡大のため，現場
支援の中止や人材育成研修の中止があり，件数が
減る結果となった。また，新規の支援先企業が少
ないことが課題であり，従来の技術的支援や人材
育成に加えて，コロナ禍において企業の経営戦略
や労務管理等，多様化する企業課題に対する支援
も必要である。さらに，自動車のＥＶ化による中
小製造企業への影響も懸念される。

　市内において，水素供給施設（SHS）の整備が進
まず，容易に水素ガスが充填できない。
　また，コロナ禍において，例年開催している市
内小中学校での水素教室の出前授業は開催するこ
とができなかったが，鈴鹿少年少女発明クラブで
の水素教室や地区の防災訓練などのイベント時で
啓発を行った。
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1811

1822

1823

単施
番号

　今後も脱炭素，水素社会の構築に向けて認知
度を高めるため，燃料電池自動車の展示や水
素・環境に関するイベントの出展を実施し，社
会受容性の向上を図る。

　自動車産業を基幹産業とする本市にとって，
次世代自動車（FCV）の普及に向け積極的に推
進する必要があるが，FCVの車両高価格，水素
供給施設の整備が進まないなどの理由により，
普及していない状況にある。今後も引き続き，
水素教室やイベントの開催により，社会受容性
の向上を図ると共に，SHSの在り方も検討して
いく。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

　鈴鹿ＰＡスマートＩＣ周辺土地区画整理事業
による工業団地であるが，2021年度から造成工
事に入り，それに合わせて今後，企業誘致に取
り組んでいく。雇用面や環境面などに配慮した
企業誘致となるよう，業務代行者や土地区画整
理組合事務局と連携しながら進めていく。

　市内・外の企業動向調査を実施し，本市へ立
地を希望する意欲のある企業の需要を把握し，
企業誘致PR動画やリーフレットを活用しながら
企業訪問を行う。
　また，道路交通網が進む一方，産業用地が不
足していることから，土地利用について関係部
署と調整しながら検討していく。

　研究機関と共同で行う新製品や新技術の開発
には，多くの時間がかかることから，企業訪問
時や企業交流会の際にその手順や補助金活用の
有効性について周知を行い，年度初めの4月から
募集を開始するなど，意欲のある企業が参加し
やすい条件設定を検討していきたい。また，新
製品や新技術が完成した後についても，商談会
等出展事業補助金の活用や，専門アドバイザー
による支援等を行い，構想から完成した商品の
周知，販路拡大まで継続的な支援を進めていき
たい。

　中小製造企業にとって新製品や新技術の開発
は，自社の事業拡大を図る上で非常に有効な手
段であるだけではなく，本市の産業振興を図る
上においても重要な位置を占めることから，引
き続き当該補助金を申請する企業の開拓を進め
るとともに，製品完成後の販路開拓など，フォ
ローも進めていく。

1821

基本的方向１：産業集積の基盤整備と企業誘致及び企業の高度化・高付加価値化の推進

産業政策課

担当部

担当課

産業振興部

産業政策課

産業振興部

産業政策課

産業振興部

産業政策課

産業振興部

　新規支援企業の開拓に向け，中小製造企業を
支援する各支援機関と連携を図り情報を共有す
るとともに，センター内で定期的に行われる会
議の場においても専門アドバイザー同士のもつ
情報や問題点を共有していく。今後，自動車の
ＥＶ化による影響も調査・研究しつつ，アドバ
イザーの専門性を多様化することで，様々な企
業課題に対し，支援を実施していきたい。ま
た，人材育成研修について，ニーズが高い
「ベーシック研修」の実施回数を1クールから2
クールにして，参加機会を増やし，全体の参加
者拡大に取り組む。

　ものづくり産業支援センターの活動に対する
評価が，中小製造企業の間で年々高まっている
背景から，支援を受けた企業の件数は増加して
きていたが，専門アドバイザーが企業を直接訪
問し，現場を確認して課題を聴き取る手法を主
としていることから新型コロナウイルス感染拡
大の影響で，支援件数が若干減少した。新型コ
ロナウイルスの感染拡大による経営への影響を
受けている企業が増加する中で，経営や融資
（資金調達）等の分野でも益々重要となってく
るため，アドバイザーの専門性を高めながら，
企業に寄り添った支援を実施していきたい。
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※　達成：○，未達成：×

○認定農業者数
（累計）

達成

基本的方向２：第一次産業の活性化

6
211人

達成

農地の区画整理
（ほ場整備）を
した面積（累
計）

5

8

9

10

190億円
(2017年度)

達成 ○(2018年度)

(2018年度) 未達成

326件 ×(2018年度)

(2018年度)

32.2％ ○(2018年度)

×未達成

×

未達成

46.7%

2,920ha

355ha

2,850ha

364ha

35.7％

2,908ha

7

農業産出額

農地を有効に利
用するために担
い手に集積した
割合

耕作放棄地面積

現状値

(2019年度)

農業及び漁業近
代化資金利子補
給件数

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

223人 219人

198件

200億円

326件

計画値

211億円

329ha

実績値

(2021年度)
達成状況※

(2021年度)

　成果指標の目標に対して達成率は94.8％で未達成
であった。
　昨年度と比較すると，19億円増加しており，品
目別にみると花きと肉用牛の増加が顕著である。
　農業産出額は，気候条件，自然災害による減収
や，社会情勢や消費者ニーズによる価格変動を受
ける。

　成果指標の目標に対して達成率は101.8%で達成
であった。
　高齢化によって認定を更新しない者や離農する
者もいたが，新規に認定を受ける者もいたため，
認定農業者数は昨年度と同数となった。
　今後，高齢化や離農する農業者が増加すると見
込まれるため，新規就農者の発掘など後継者の確
保が課題である。

　成果指標の目標に対して達成率は60.7%で未達成
であった。
　借入金の償還期間が終了する農業者の増加や新
規借入者が減少していることにより，年々利子補
給件数は減少している。
　経営規模拡大と同時に高度技術導入を行う地域
の中心経営体の育成が課題である。

　成果指標の目標に対して達成率は130.8%で達成
であった。
　担い手に集積した割合は昨年度より0.5ポイント
上昇とほぼ横ばいであった。
　今後，大規模主穀中心経営農家においては，面
的集約によって生産の効率化を図る必要があり，
農地中間管理機構を活用した農地の集積・集約化
を進める必要がある。

　農業者は年々減少するとともに，高齢化が進行
している中，農業の経営安定に向けて「収益性の
高い農業」を実現するためには，優良農地の維
持・保全，農作業の省略化及び担い手への農地利
用集積などにより農業生産性を向上させることが
必要である。そのために，区画整理や水管理の省
力化など，農業を支える担い手のニーズに応じた
生産基盤づくりが必要である。

　農地利用最適化推進委員・農業委員及び地区委
員会による耕作放棄地所有者への指導等により，
耕作放棄地の発生防止・解消につながっている
が，農業者の高齢化や後継者不足等により，新た
な耕作放棄地が増加傾向にある。

課題・懸案事項
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　耕作放棄地の抑制には，作り手のない農地を
地域の担い手等へ結び付けることが必要であ
り，農地利用最適化推進委員・農業委員及び地
区委員会の役割が益々重要となっていることか
ら，引き続き，農業委員会運営事業を中心に推
進していく。

　貴重な資源である農地が荒廃化することな
く，将来にわたり維持活用されるために，農業
者の意向や地域の営農状況等を把握しつつ，廃
農する農業者の農地の利用促進や農業者の所得
向上が図られる支援策等について，関係機関と
連携のもと検討していく。

単施
番号構成実行計画の見直し 所属の方向性

　農業者への経営支援として，米の転作作物の
作付推進や制度資金の活用支援，農業保険制度
利用促進事業等は必要な事業であることから，
見直しは行わないものの効果的・効率的な事業
運営に努める。

　「人・農地プラン」に基づき，地域の中心経
営体に農地を集約し，農業の大規模化と効率化
を進め，それに伴い必要となる高度な機械・技
術の導入を支援するため，引き続き県と歩調を
合わせて農業近代化資金の利子補給を行い，資
金活用を推進する。

　構成実行計画は農林漁業者を支える生産基盤
の保全等に必要な事業であるため，継続が必要
であると考える。

1912

1913

1915

1916

1911

1914

　県及び地元関係者との情報共有や諸調整等，
積極的に連携を図り，農業生産基盤の整備に向
けた継続事業，新規事業を計画的かつ着実に推
進する。

　第一次産業の持続的な維持・発展には，新た
な認定農業者等の人材確保が必要であり，新規
就農支援事業の活用及び施設・機械の導入によ
る高度化，効率化による生産環境向上のための
支援は不可欠であるため，継続は必要と考え
る。

　構成実行計画は「すずか産」農林水産物の市
内での消費拡大を推進するために，重要かつ欠
かせないものであることから，継続は必要と考
える。

　県営事業については，農業生産基盤の整備が
必要であり，今後も推進していく事業と考え
る。
　農業用施設の維持管理や防災減災事業につい
ては，地域の重要な施設・設備であり計画的な
修繕・改良や災害に備え，被害の減少につなげ
る必要がある。
　多面的機能支払交付金の組織については，多
面的機能支払交付金事業の有効活用による活動
を支援し，既存の施設や生産基盤の維持保全が
図れる。

担当部

担当課

産業振興部

農林水産課

産業振興部

農林水産課

産業振興部

農林水産課

産業振興部

農林水産課

産業振興部

耕地課

農業委員会
事務局

農業委員会事
務局

　生産基盤となる農地，漁場の整備による第一
次産業の持続的な維持・発展を目指す。
　また，国庫補助事業の情報提供及び活用促進
に努め，新たな担い手の確保・育成に努めると
ともに，新規就農者へ継続した支援を実施す
る。

　鈴鹿市地産地消推進計画に基づき，他の単位
施策（1912～1914）と複合的に本施策に取り
組み，多様な経営体の育成・確保及び生産基盤
の整備に努め，「すずか産」農林水産物の安定
的な生産・供給を目指す。
　また，啓発活動や情報発信を積極的に行い
「すずか産」農林水産物への愛着を深め，地産
地消を推進する。

　「人・農地プラン」に基づき，農地中間管理
事業を活用した農地利用集積及び集約を促進
し，生産の効率化を図る。

9



※　達成：○，未達成：×

13

中小企業退職金
共済制度など奨
励事業補助金の
適用を受ける勤
労者数

×590人

(2018年度)

(2018年度)
571人

未達成

未達成 ×28.0％

383人

未達成

12

基本的方向３：消費活動の更なる活性化推進

ハローワーク鈴
鹿管内のうち，
鈴鹿市内の就職
率

25.0％

11

(重要業績評価指標)

商工会議所に加
盟している商業
者数

(2017年度)

現状値

×

達成状況※
計画値ＫＰＩ

(2019年度) (2021年度) (2021年度)

921事業所 832事業所 1,000事業所

実績値

実績値

(2021年度)

21.7%

基本的方向４：誰もが安心して働ける労働環境づくり

(2019年度) (2021年度)

現状値
達成状況※

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)
課題・懸案事項

計画値

　市内の商業者数自体が減少傾向にあり，商工会
議所に加盟している商業者数も減少している。商
店街等については，高齢化が進んでいる等の課題
がある。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内
の中小企業・小規模事業者は，2020年度及び2021
年度に政府系または民間金融機関による融資制度
を利用することで，業績悪化による資金繰りに対
応してきたが，今後は，元金返済の据置期間及び
実質無利子期間などの終了後の資金繰りに不安を
覚える事業者が多くなると考えられるため，サ
ポートが必要である。

　新型コロナウイルス感染症の影響により，2020
年度以降は有効求人倍率が低い状況が続いていた
が，2021年度途中から回復してきている。（2021
年度末の就業地別有効求人倍率は「1.12」（前年度
0.96）。同，鈴鹿市内の就職率は「24.1％」（前年
度21.7％））
　ただし，業種別に見た場合，製造業や建設業等
では求人数に比べて求職者数が少ない等の個別の
課題があり，状況の把握が引き続き必要である。

　成果指標としている中小企業退職金共済制度な
ど奨励事業補助金の適用を受ける勤労者数は減少
している。要因として，コロナ禍で正社員の採用
を控え，短時間労働者や雇用期間の定めがある従
業員の採用が増加しているなど，雇用形態の変化
等が挙げられる。

課題・懸案事項
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　企業が求人しやすい環境づくりとして，鈴鹿
公共職業安定所及び鈴鹿商工会議所との連携を
図りながら，合同企業説明会の実施や，企業と
高校の採用・就職に関する情報交換会の開催等
を中心とした取組を進める。
　また，2019年度に開始された三重県が主体と
なって実施する高齢者の雇用促進に向けた「生
涯現役促進地域連携事業」について，モデル地
域となっている本市と亀山市，事業主体の三重
県と連携を密にして取組を進める。

2011

2111

2112

単施
番号構成実行計画の見直し 所属の方向性

構成実行計画の見直し
単施
番号

　雇用環境の充実は，本市の産業振興施策にお
いて重要な要素であることから，2020年度及び
2021年度はコロナ禍の影響により開催を中止し
ている鈴鹿市雇用促進連携協議会のあり方を見
直し，実践的な組織への転換等を検討すること
で，雇用のミスマッチ解消を図る新たな手法開
発を模索する。
　また，若い世代だけでなくシニア世代の雇用
環境も重視し，新型コロナウイルス感染症の影
響による雇用情勢の変化への対応を検討してい
く。

　中小企業退職金共済制度等奨励事業につい
て，引き続き周知を図り，制度活用企業の増加
に努める。

　中小企業退職金共済制度等奨励事業につい
て，周知啓発を進め，引き続き制度活用企業が
増加するよう努めるとともに，雇用環境を整備
する中で中小企業が求人しやすい環境づくりに
努める。

担当部

担当課

産業振興部

産業政策課

担当部

担当課

産業振興部

産業政策課

産業振興部

産業政策課

所属の方向性

　商業者数増加に向けた取組として，地域の経
済団体である鈴鹿商工会議所と連携しながら商
業者の輩出を図る取組や，事業承継を図る取組
を支援する。商店街等における取組について
は，2020年度及び2021年度に続き，2022年度
においても，感染症対策に係る事業を対象とす
る。
　また，市内の商業者のうち，三重県中小企業
融資制度・日本政策金融公庫の融資を受けた者
に対し，保証料・利子の補給を行うなど，資金
調達の円滑化を促すことにより経営安定化に向
けた支援を行っているが，コロナ禍において原
油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影
響を受けた事業者の負担軽減を実施できる施策
の実施も必要と考えられる。

　商業活動を取り巻く環境は厳しく，事業者数
は年々減少しているが，引き続き商業者が安定
した経営が行えるよう支援するとともに，鈴鹿
商工会議所とも連携し，創業者の輩出に向けた
取組や，経営者の高齢化に伴う事業承継を図る
事業についても支援を継続する。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る事業者に対する支援について，2021年度は売
上げの減少を要件として事業継続のための給付
金を各事業者に支給してきたが，2022年度はデ
ジタル商品券事業を実施して市内経済全体の消
費を促進する中で，今後のアフターコロナに向
けた施策を検討する。

11



※　達成：○，未達成：×

　2021年度は，前年度に引き続き，新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため就労マルシェとして
の開催を見合わせたものの，ハローワーク鈴鹿と
共同で障がい者の就職面接会を実施した。
　前年度と比べて参加企業数は16社から15社とほ
ぼ横ばい，面接会参加者数は76人から70人とやや
減少し，内定者も8人から5人へと減少した。
　また，就労する障がい者の数などは増加してい
るが，経営規模の小さい企業における障がい者雇
用が思うように進まない現状がある。

(2018年度)
達成 ○

未達成 ×

　2021年度においても，新型コロナウイルスの感
染拡大が続き，障がい者への日中活動系サービス
事業（生活介護，就労継続支援Ａ型・Ｂ型等）が
中止された。
　このことにより，障がい者が日中に外出する機
会が減少したため，在宅障がい者の移動を支援す
る移動支援事業への需要が高まり，2020年度より
も大幅な延べ利用者数の増加につながった。
　ただし，今後は，新型コロナウイルスの感染状
況や感染症対策の動向により，サービス需要が変
化することも考えられるため，状況の変化に合わ
せた対応が必要になると考える。

15

就労マルシェで
の就職面接会に
おいての内定者
数（累計）

13人
(2018年度)

14

移動支援事業の
年間延べ利用者
数

1,477人 1,552人

43人26人

現状値

(2019年度)

基本的方向５：地域共生社会実現に向けた障がい者福祉の推進

(2021年度)

2,463人

達成状況※
ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

計画値
課題・懸案事項

実績値

(2021年度)
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1011

　今後は，2021年度に作成した事業者向けの障
がい者雇用に関する啓発パンフレット等を用
い，関係機関と協力・連携し，障がい者の就労
及び社会参加に対する事業者の理解促進に積極
的に取り組むとともに，就労マルシェをはじめ
とする障がい者施策に対する理解促進事業を引
き続き推進していく。
　また，福祉ロボット推進事業や障がい者農福
連携事業などの取組を支援し，障がい者の社会
参画の機会確保を図る。

　引き続き，関係機関と連携しながら，障がい
者が地域社会に参加しやすい環境を整備する。

健康福祉部

1012

障がい福祉課

　障がい者（児）が自立した日常生活を営むこ
とができるよう，引き続き，構成実行計画を計
画的に推進し，各障がい福祉サービスを適正に
提供する。
　また，医療的ケア児支援体制の拡充を目的と
して，2022年度から，地域生活支援事業の日中
一時支援事業において，医療的ケア児加算制度
を創設し，重度障がい児の受入れを促進する。

　利用者及び利用回数が増加傾向にあり，これ
に伴う支給決定等の事務量の増加が想定される
が，効率的な事務処理を行い，適時，適正な支
給を実施する。 健康福祉部

障がい福祉課

単施
番号

担当部

担当課
所属の方向性構成実行計画の見直し
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【目標数値】

■ 社会動態による人口動態＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 転入者数－転出者数（年度当たり）

【講ずべき施策の基本的方向】

（２）基本目標１－２：魅力の創造と定住人口・交流人口の拡大

現状値

（2018年度）

目標値

（2023年度）

実績値

（2019年度）（2020年度）（2021年度）（2022年度）（2023年度）

△ 166人

基本的方向６：地域資源の活用による集客・交流人口の増加 

基本的方向７：文化財保護の推進

基本的方向８：行政経営力の更なる強化
　　　　　　 （政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進）

基本的方向９：効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくり
　　　　　　　の促進（良好な景観の創造・保全，空き家対策）

300人△ 168人 △ 596人 △ 942人 *** ***

△ 166人
△ 168人

△ 596人

△ 942人

目標値：300人

△ 1,000人

△ 900人

△ 800人

△ 700人

△ 600人

△ 500人

△ 400人

△ 300人

△ 200人

△ 100人

0人

100人

200人

300人

400人

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度）
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【具体的な施策の達成状況】

《推進本部による内部評価（令和３年度取組総括）》

　当該基本目標に掲げる「社会動態による人口動態」の実績値は，2019年度以降大
きく減少しています。2021年度は月別で見ても増加の月がなく，４月から２桁台の
減少が続き，2022年３月だけで212人の減少となりました。

　年度区切りの総計で比較すると，外国人人口は２年連続，日本人人口は2014年度
から８年連続での減少となり，前年度からの外国人人口の減少数(281人)と日本人人
口の減少数(661人)を比較すると，日本人人口の方が大きく減少しています。
　また，県内での転出入による減少数(141人)は，前年度(241人)と比較し縮小してい
ますが，県外の転出入による減少数(677人)については，前年度(192人)と比較すると
拡大しています。
　過去の実績からも特に３月に転出が集中しており，中でも10代後半から20代前半
の世代の転出が多いことから，進学や就職，転勤等を機に市外に転出することが要因
と考えます。

　目標達成に寄与する施策の達成状況については，設定した７つのＫＰＩのうち計画
値を達成したのは１つのＫＰＩで，達成率は14.3％と低い結果となりました。
　
　達成率の上昇に向けては，2019年度末から続く新型コロナウイルス感染症の影響
で，様々な取組が制限される中，空き家バンク制度の契約推進など市内に定住，移住
(進学，就職，生活)するための取組を進めることで，定住人口の拡大を図ります。

達成【○】

1 （14.3%）

未達成【×】

6 （85.7%）

基本目標1-2

15



●

※　達成：○，未達成：×

1

需要を捉えた新
商品の開発件数
（累計）

31件 43件 45件
(2018年度)

　新型コロナウイルス感染症の影響により，「す
ずか新商品創造プロジェクト塾」は直接対面講座
を控えざるを得ず，オンライン講座4回，アドバイ
ザーの事業者訪問2回の実施とし，参加者も少ない
中で，飲食系2件の新商品開発となった。
　また，別途伝統産業分野では，伊勢型紙と鈴鹿
墨で合わせて5件の新商品開発となり，累計で43件
（目標値の累計45件）で未達であった。開発商品
に関しては総じて，販路に結びついていないた
め，今後は出口戦略としての販路開拓が必須であ
り，その手法を検討する必要がある。

基本的方向７：文化財保護の推進

3

モータースポー
ツイベント
（F1，8耐及び
モータースポー
ツファン感謝
デー）への来場
者数

未達成
326,000人
(2018年度)

4
文化財の保護措
置件数

38件
(2018年度) 未達成

36件 40件

　新型コロナウイルス感染症予防対策による休館
及びそれに関連して，県外からの来館者の減少が
続いている状況であり，今後の来館者の増加につ
いては，将来に向けて予測ができないのが現状で
ある。
　また，大黒屋光太夫記念館，佐佐木信綱記念
館，考古博物館については，大規模改修及び長寿
命化改修が数年後に計画されているため，改修に
向けて，適正な改修計画を立てる必要がある。

5 未達成 ×

文化財や郷土資
料・博物館資料
等公開施設の来
館者数及び啓発
事業などへの参
加者数

31,987人 14,904人 32,500人
(2018年度)

(2018年度)

　単位施策の成果指標の実績値については，目標
値を下回る結果となった。理由としては，新型コ
ロナウイルス感染防止対策によって，文化財の調
査実施における，所有者宅への訪問を控えたこと
が要因に上げられる。
今後については，状況を見ながら，所有者と調整
を行い，文化財の調査を行っていく。

(2021年度)
課題・懸案事項

　市内宿泊者数は，新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を大きく受けた2020年度以降，回復傾向
が見られるが，2021年度は人の移動が制限されて
いたなど目標値には到達しなかった。
　その理由として，リモート会議をはじめとして
移動の自粛等，新しい生活様式が定着したことが
あげられ，全国的にも誘客の難しさに直面した。
そのため，国においては「新たな旅のスタイル」
を提案し，ビジネス交流と地域の観光振興を結び
つける取組を2021年頃から推進している。今後
は，コロナ禍以前の状態に戻すことを計画するの
でなく，ウイズコロナでの観光等誘客の手法を検
討する必要がある。

　2021年度は，新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受けて，来場者数の多い「F1」や「８耐」
といった国際レースが2年続けて中止となっただけ
でなく，多くのモータースポーツイベントが感染
拡大を防止する目的から入場者数制限が課せられ
た年となった。
　現地サーキットへのリアルな会場集客，交流人
口の増加を目指すとともに，デジタル技術を活用
したバーチャルの場面においても「モータース
ポーツのまち・鈴鹿」を発信し，SDGsへの取組に
も対応していく必要がある。

2

鈴鹿市旅館業組
合加入施設の市
内の宿泊者数

×

456,611人 495,000人

計画値
達成状況

※
実績値

課題・懸案事項
(2021年度)(2021年度)

224,525人

17,000人 356,000人

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

現状値

(2019年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標) (2021年度)

実績値

未達成 ×

×

×

達成状況※
計画値

基本的方向６：地域資源の活用による集客・交流人口の増加

現状値

(2019年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

未達成
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単施
番号

2212

2213

単施
番号

産業振興部

　新型コロナウイルス感染症による生活様式の
変化から，ウイズコロナを意識した販路開拓に
軸足を置いた取組を展開する。その中でも包括
連携協定に基づき，吉本興業が有する販路を有
効活用することで，その商品の持つ特性に合わ
せた販路展開メニューを進める。併せて，開発
された新商品を市ふるさと納税サイトにコー
ナー掲載することで，連携事業の成果と市内事
業者の「稼ぐ力」を醸成し，地域の活性化へと
つなげる。ひいては，販路活用をとおして，次
から次へと新たな新商品開発に結びつける。

　新型コロナウイルス感染症により，対面式に
よる販売が影響を受ける中，2021年度は非対面
型のＥＣサイトの利用促進を図った。今後にお
いては，販路を見据えた先見的な取組が求めら
れると考える中，商品開発と販売が互いに連動
性を持って進められるよう取り組む。また，地
域資源の活用においては，ふるさと納税制度の
積極的な利用等をさらに展開し，「稼ぐ力」と
いえるふるさと納税の拡大と関係人口の増加に
より，本市の魅力発信，認知度の向上を目指
す。

地域資源活用
課

所属の方向性

　文化財の活用や親しむ機会を提供し，世代間
交流を展開する手段としては概ね妥当である。
新型コロナウイルス感染予防対策による影響な
ど，今後の終息を見ながら数値の改善を図って
いく。 0722

構成実行計画の見直し 所属の方向性

産業振興部

文化スポー
ツ部

2211

　SNS，Facebook，広報などを活用し，各文化
施設についての情報発信を行うとともに，イベ
ントについては，感染対策を徹底し，開催を行
う。

文化スポー
ツ部

文化財課

0721

　モータ－スポーツの聖地と称される本市にお
いて，新しい生活様式の定着やSDGsの取組が進
む中，コロナ禍以前の状態に戻すことには大き
な期待はできず，従来のイベント開催のみを軸
とした誘客には限界も生じる。そのため，eモー
タースポーツなどデジタル技術を活用した新た
な取組も取り入れ，今までモータースポーツへ
の関心が低かった層などへのアプローチからリ
アルな場面への誘導等，本市最大の地域資源で
あるモータースポーツの魅力を発信していく。

　今後多くの分野で，X（トランスフォーメー
ション）が推進される中，GX(グリーン)，DX(デ
ジタル)などを意識した，観光振興施策やモー
タースポーツ振興を考えていく必要が生じてい
る。そのため，情報アンテナを高くし，様々な
コンテンツを活用し，本市最大の地域資源であ
るモータースポーツの魅力を，既存地域資源と
有機的に連携させるなどして，リアルとバー
チャルの両面での交流人口，関係人口の増加を
図っていく。

地域資源活用
課

担当部

担当課

　今まで見過ごしていた市内にある資源（地域
資源）が観光資源化できるかなどを「自然・ア
クティビティ・文化体験」の面からあらためて
検討し，ターゲットを捉えるとともに顧客ニー
ズに合致するよう，商品・サービスを磨き上げ
ることが求められている。宿泊者数の達成を目
標に据えつつ，客室稼働率の必要性の検討を含
め，業界とともに顧客単価の高い誘客を目指し
ていく。

　手段としては，概ね妥当である。文化財の保
護を措置していくことにより，文化財の情報発
信の材料にもなるため，地域の文化活動へとつ
ながるよう，今後も文化財保護の措置に関する
取り組みを行っていく。

　地域における文化財の計画的な保存活用の促
進や地方文化財行政の推進力強化のため，2020
年度から鈴鹿市文化財保存活用地域計画の作成
に取り組んでおり，2023年度に文化庁の認定に
向けて事業を進める。

地域資源活用
課

文化財課

担当部

担当課

産業振興部

　本市における市内の宿泊者は，ビジネス利用
によるものが多い特徴から，国が推進する「新
たな旅のスタイル」のうち，ブレジャー（ビジ
ネス×レジャー）というビジネスの前後にレ
ジャーの要素を盛り込む手法を試行する。ビジ
ネス交流と地域の観光振興を結び付けるこの手
法をとおして，リピーターの獲得だけでなく，
更なる市内の周遊性を高めた観光誘客や地域内
における消費の拡大を目指していく。ひいて
は，県内のマイクロツーリズム，国内旅行，次
いでインバウンドへとつなげていく。

基本的方向６：地域資源の活用による集客・交流人口の増加

構成実行計画の見直し
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※　達成：○，未達成：×

(2021年度)

　成果指標の目標は達成しているものの，2020年
度の実績と比較すると，年度内に解消された空き
家数は減少している。少子高齢化に伴う人口減少
により全国的に空き家は増加傾向にあり，本市に
おいても例外ではなく，市民からの空き家に関す
る相談，苦情は増加傾向にある。

未達成 ×

477件

　職員提案制度は，職員の創意工夫意欲の高揚を
図る目的で，担当業務外の事項に関して施策を提
案し，その施策を審議するための制度であるが，
本制度を活用した施策の提案はなかった。2014年
度以降，活用がなく，制度を知らない職員も多い
ため，若手職員を対象とした研修において制度の
周知に取り組みながら，制度の見直しや，より効
果的な手法を模索していく段階にきている。
　一方，国の新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金を活用した事業では，全庁的に多
くの新たな取組の提案があり実施につなげること
ができている。

基本的方向９：効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
　　　　　　　（良好な景観の創造・保全，空き家対策）

実績値

(重要業績評価指標)
課題・懸案事項

ＫＰＩ

(2021年度)

0件
(2018年度)

0件 2件

施策提案制度を
活用し，提案さ
れたプロジェク
トの件数（累
計）

現状値

達成 ○

(2019年度) (2021年度)

(2018年度)
424件

計画値
達成状況

※

7

指導などにより
空き家状態が解
消された空き家
数（累計）

311件

課題・懸案事項
ＫＰＩ

達成状況※

基本的方向８：行政経営力の更なる強化（政策形成能力の向上と戦略的な施策の推進）

6

計画値現状値 実績値

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度)
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構成実行計画の見直し 所属の方向性

2522

総合政策課

　当該単位施策を構成する実行計画は，何れも
良好な住環境・景観の創造・保全のため必要な
ものであり，概ね妥当と考える。

　空き家の解消は，良好な住環境を確保する上
で，重要な施策である。2020年度以降，目標を
達成しているものの，空き家の解消は容易なも
のではなく，一定の効果が出るまでに相当な時
間を要する上に，一定の伸びを示すものではな
い。
　引き続きこれまでの施策を確実に推進し，新
たな支援策などにより空き家の解消を図るた
め，三重県に空き家や移住に関する制度の拡充
するよう要望を行う。

都市整備部
土木部

住宅政策課
都市計画課
市街地整備課
建築指導課
道路保全課

1721

単施
番号

担当部

担当課

　構成実行計画「総合計画策定事業」では，職
員の政策形成能力の向上を図るとともに，職員
が総合計画を認識しながら業務を遂行すること
を促進するため，次期総合計画の策定過程にお
いて全所属が積極的に関っていけるような体制
を整える必要がある。
　構成実行計画「国・県等への要望活動事業」
「地方分権推進事業」「学官連携協議会運営事
業」等を通して，職員に所管する事業を見つめ
直す機会を数多く提供するとともに，多様な主
体との連携・協働を進め，課題解決や行政サー
ビスの向上に資する政策につなげていく必要が
ある。

　次期総合計画の策定に向け，2022年度から本
格的に作業を開始する。総合計画は将来の本市
のまちづくりの方向性や具体的手法を定めた基
本的な方針であることから，すべての職員が認
識した上で個別の事業に取り組む必要があるた
め，今後も継続して職員一人ひとりに浸透させ
ることを強化するとともに，すべての職員がす
べての事業を意識し，新しい施策の構築や改善
に向けた提案ができるよう，更なる環境整備を
行う。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

政策経営部

担当部

担当課
単施
番号
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【目標数値】

■ 自然動態による人口動態＊１

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 出生数－死亡数（年度当たり）

【講ずべき施策の基本的方向】

（３）基本目標１－３：安心して妊娠・出産・子育てができる社会の実現

現状値

（2018年度）

△ 322人

目標値

（2023年度）

△ 300人

実績値

（2019年度）（2020年度）（2021年度）（2022年度）（2023年度）

△ 294人 △ 535人 △ 489人 *** ***

基本的方向１１：子どもの保育環境と幼児教育環境の整備 

基本的方向１２：社会を生き抜く子どもの育成及び教育環境の充実 

基本的方向１０：安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

△ 322人

△ 294人

△ 535人

△ 489人

目標値：△300人

△ 600人

△ 500人

△ 400人

△ 300人

△ 200人

△ 100人

0人

（2018年度） （2019年度） （2020年度） （2021年度） （2022年度） （2023年度）
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【具体的な施策の達成状況】

《推進本部による内部評価（令和３年度取組総括）》

　当該基本目標に掲げる「自然動態による人口動態」の実績値は，2020年度より上
昇したものの，依然として死亡数が出生数を大きく上回っている状況が続いていま
す。

　死亡数は，前年度の1,911人から21人減少し1,890人となりましたが，2018年度は
1,828人，2019年度は1,800人であり，数年単位でみると増加傾向にあります。ま
た，出生数は，前年度の1,376人から25人増加し1,401人となりましたが，2018年度
と2019年度は，同数でともに1,506人であることから，数年単位でみると減少傾向に
あります。

　目標を達成するための施策の達成状況については，設定した12のＫＰＩのうち計
画値を達成したのは６つのＫＰＩで，達成率は50.0％となりました。

　基本目標の実績値は若干増加したものの，2023年度の目標達成に向け，さらに，
安心して妊娠・出産・子育てができるよう，引き続き，子育ての孤立化対応などの取
組や子どもが豊かに育ち学び健全に成長できる教育環境整備の取組を進めることで，
目標に掲げる安心して妊娠・出産・子育て等ができる社会の実現を目指します。

達成【○】

6 （50.0%）

未達成【×】

6 （50.0%）

基本目標1-3
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● ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

※　達成：○，未達成：×

達成

基本的方向１１：子どもの保育環境と幼児教育環境の整備

(重要業績評価指標)

65.5％
(2018年度)

　新型コロナの影響による社会の急速な変化や相
談内容の多様化等が予期できない状況であり，そ
の多様化・複雑化する相談内容に対応するため，
また複数の関係機関の連携が必要な場合も多いこ
とから，相談員の専門的知識の向上と連携体制の
強化が望まれる。

　成果指標の目標は，少子化の影響から就学前児
童総数が約300人減少したが，就学前施設を利用す
る児童の割合は，社会情勢の変化により，保護者
の働き方が多様化し，保育に関する保護者ニーズ
が高まっており，達成できた。今後について，保
護者ニーズを把握するとともに，保育の質の向上
に向けた取組を推進する必要がある。

　支援員の人員確保の課題に加え，保育の質の向
上も求められることから，支援員の資格取得率の
向上を図っていく。

課題・懸案事項

57,288人

課題・懸案事項

　新型コロナウイルス感染症対策により施設の休
館や，利用人数の制限を設けたことから利用者数
が減少したが，子育て世代からのニーズも高いこ
とから，コロナ禍においても工夫して事業を実施
する必要がある。

現状値 実績値 計画値

(2018年度)

達成状況※

(2021年度)

○

1

地域子育て支援
拠点施設利用者
数

103,176人
未達成 ×107,000人

(2019年度)

114人
(2018年度)

達成

○204人 185人

○

(2021年度)

70.6%
3

就学前施設を利
用している児童
の割合

64.0％

ＫＰＩ

2
相談支援対応件
数

4

放課後児童支援
員の資格取得者
数

基本的方向１０：安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)
達成状況

※

達成
20,933件
(2018年度)

21,440件27,169件

現状値 実績値 計画値

(2019年度) (2021年度) (2021年度)
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子ども政策
部

子ども育成課
子ども政策課

子ども政策
部

子ども政策課

　目標値を達成しているものの，相談内容が多
岐にわたり，本人や家庭からの複雑化している
相談に対する適切な対応・支援を実施できるよ
うにするため，利用できる福祉サービス等の最
新の情報を常に収集するなど，関係機関との情
報共有や連携の強化を図る。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

　構成する実行計画については，子育てと仕事
の両立ができる環境を整備するための手法とし
て妥当であるが，施策の効果を高めるため，施
設整備箇所等の検討等を含め，適正な計画の見
直しも必要になると考える。なお，公立幼稚園
の集約化に伴い，利用者のニーズを把握し，必
要に応じて実行計画の見直しを行う。

　少子化の影響により就学前児童総数が減少す
る中，幼児教育・保育の無償化の影響により，
就学前施設を利用する児童が増え，就学前施設
を利用している割合が増加した。今後ますます
保護者の就労形態の多様化が進み，就学前施設
に対するニーズが増加することが想定されるた
め，子育てと仕事の両立ができる環境を目指
し，質の高い教育・保育サービスの提供につい
て，引き続き取組を進めていく必要がある。

　共働きや核家族世帯の増加に伴い利用ニーズ
は高いことから，子育ての環境整備として今後
も取り組んでいく必要がある。

0522

　子どもが，安心して過ごすことのできる場所
づくりに向けて，本単位施策を構成する実行計
画は欠かせないものであるため，引き続き推進
していく。

単施
番号

担当部

担当課

0511

所属の方向性

0512

単施
番号

　５歳児健診の実施により，発達に関する相談
が増加しているが，早期対応・早期支援に確実
につながっている。
　児童虐待，ＤＶ・女性相談，不登校，いじめ
等の相談などに適切かつ迅速に対応するための
専門的な知見の職員育成や増員が必要である。
　関係機関との連携を強化して，子どもや保護
者など家庭に関する相談の窓口としての周知を
図る。

子ども政策
部

子ども政策課

子ども政策
部

子ども家庭支
援課

担当部

担当課

　本単位施策を構成する実行計画は，子育て世
代の需要も高く本市の子育て施策を推進するた
めに，重要かつ欠かせないものであることか
ら，引き続き推進していく。

　コロナ禍で子育てする環境も変化する中，子
育てに不安をかかえる子育て世代の方が安心し
て子育てできる環境を整えるよう取り組んでき
た。今後も，様々な施策により支援を行ってい
く。

0521

基本的方向１０：安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくり

構成実行計画の見直し
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※　達成：○，未達成：×

課題・懸案事項
(2021年度)

53.1% 25.0%

基本的方向１２：社会を生き抜く子どもの育成及び教育環境の充実

×

8

72.9% 76.7%

　2021年度は感染対策のため，科学作品展と書写
展，音楽会を中止とし，美術作品展のみ開催した
が，児童生徒の豊かな感性を育むため，教育活動
の表現の場として充実させていく必要がある。
　道徳教育により，自分自身を見つめる学習を通
じて将来の生き方について児童生徒が深く考える
ことができるよう，道徳の授業改善を推進する必
要がある。

達成 ○

　成果指標の目標に対して達成率212.4％であり，
目標を達成することができた。2021年度は，特に
中学校において，男女ともに指標に係る数値に成
果が見られた。
　一方，小学校では，特に女子において，多くの
実施種目における体力の低下が顕著になってい
る。
　学校給食の安定的な実施充実を図るための取組
推進が必要である。

未達成
75.0％

(2019年度)

79.1% 78.0%

達成状況
※

計画値

(2019年度)

60.0％
(2019年度) ×

達成

実績値

(2019年度) (2021年度)

○

全国学力・学習状
況調査において，
「課題の解決に向
けて自分で考え，
自分から取り組ん
でいたと思う」と
回答した児童生徒
の割合

76.2％

62.5% 65.0%
未達成

　グローバル化する社会の中で，子どもが何が重
要かを主体的に考え，見出した情報を活用しなが
ら他者と協働し，社会へ発信できるようにするた
めに，教職員のICT活用指導力向上及び学習者用端
末の今まで以上に効果的な活用が必要である。

　実績値は，前回ベースで成果が出ているが，指
標となっている「全国の平均正答率を上回る学
校」については，学校間で結果の差があるのが課
題である。
　小中学校の外国籍児童生徒の支援体制の充実及
び，教職員の指導力の向上が課題である。

6

全国学力・学習状
況調査において，
国語又は算数（数
学）いずれかの結
果で，全国の平均
正答率を上回る学
校の割合

5

7

全国学力・学習状
況調査において，
「将来の夢や目標
を持っている」と
回答した児童生徒
の割合

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

全国体力・運動能
力，運動習慣等調
査において，小中
学校別，男女別の
全32種目のうち，
全国平均値を上回
る種目の割合

18.8％
(2018年度)

現状値

24



構成実行計画の見直し 所属の方向性
単施
番号

　全国体力・運動能力，運動習慣等調査を継続
して全校体制で実施している小学校は，体力の
向上が図られていることから，市内全ての小学
校で，全学年での体力テストを実施するよう働
きかけるとともに，体育科・保健体育科の授業
改善が図られるよう，調査の分析資料に基づく
指導・助言を行っていく。
　2022年度９月からの学校給食費の公会計化運
用開始を目指すため，例規整備のほかシステム
構築等の事前準備に着手した。

0612

0613

0614

0611

担当部

担当課

　担当者会での共通理解を深め，指導者や児童
生徒が作品展の意義や目的を理解し，充実した
取組となるよう企画・運営することで，児童生
徒の豊かな感性を育む発表の場づくりを進めて
いく。
　道徳教育担当者会を通じて，道徳の授業が学
校教育における道徳教育の要となることを踏ま
え，教育活動において多様に道徳教育が推進さ
れるよう周知していく。

　継続的に体力テストを実施している学校は児
童生徒の体力向上が図られている。
　児童生徒の体力面の課題把握と，それに基づ
く効果的な授業実践が実施されるよう，引き続
き，校園長会や校長面談等を通して，市全体で
の体力テストの全学年・全種目実施の取組を推
進していく。
　学校給食費の公会計化運用開始のため，組織
再編を行い体制強化を図っていく。

　児童生徒への情操教育により心を豊かにする
ことや，道徳教育により社会規範や倫理観を理
解できるようにすることなど実践的な取組につ
いての指導内容や方法を工夫改善しながら，豊
かな感性を持ち，自律した子どもを育ててい
く。
　健全育成事業としては，児童・生徒の主体的
な活動を推進していくため，生徒会研修会など
の取組を充実させていく。また，補導活動事業
は，学校と地域が連携し，地域の子どもの見守
りを続けていく。

　小中学校において，子どもたちが主体的に学
ぶために，外国語指導助手の効果的な配置及び
指導助言を行う。中学校では，外国人指導助手
による英語パフォーマンステストの内容の見直
しを図り，授業改善につなげる。
　また，ＩＣＴを活用した個別最適な学びを通
して，個々の子どもにおける課題の発見及び課
題の解決に向けた支援を行う。

　目標値をやや上回ったが，今後もグローバル
化する社会の中で，主体的に学び，社会に発信
する子どもを育成するために，英語教育などの
国際化教育のさらなる推進を図る。
　また，効果的なICT活用による協働学習を通し
て，多様な社会に対応できる力を身に付けてい
く。

　全国学力・学習状況調査の生徒質問紙の結果
においても，テレビゲームや動画視聴の時間が
多く，読書や家庭学習時間が非常に少ないこと
がわかる。
　そのため授業等における学校図書館の活用を
推進するとともに，教職員の図書館活用にかか
る研修の充実を図る。
　日本語教育ガイドラインに基づき，小中学校
での効果的な日本語指導や学校生活への適応指
導を行う。

　学校図書館巡回指導員の配置により，児童生
徒１人あたりの平均貸出冊数は増加傾向にあ
る。子どもたちに読書習慣を身につけること
で，想像力や表現力，読解力を高め，学力向上
につなげていく。
　また，家庭学習の充実もはかり，家庭での読
書（うちどく）も呼びかけていく。そのため
に，読書活動の大切さを教職員に伝える研修会
等を行い，優秀実践校の取組等を紹介してい
く。
　より一層外国人児童生徒等の就学実態の把握
に努め，就学支援や学校生活への適応指導，初
期日本語指導に努める。

教育委員会
事務局

教育指導課

教育委員会
事務局

教育指導課
教育支援課

教育委員会
事務局

教育指導課
教育支援課

教育委員会
事務局

教育指導課
教育総務課
学校教育課
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※　達成：○，未達成：×

(2019年度)
9

学校での生徒ア
ンケートにおい
て,「クラスの仲
間は，わたしの
よいところやが
んばりを認めて
くれる」と回答
した生徒の割合

78.3％ 85.2% 79.9%
達成 ○

　若手教員の中には，人権教育を進めるにあたっ
て，実践上の悩みを抱えている人が見られる。
　発達に課題のある児童生徒のの中で，問題行動
をくり返してしまう児童生徒の指導に苦慮してい
る。

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況

※ 課題・懸案事項
(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)

24.3％ 28.7% 37.4%
未達成 ×

　成果指標の目標に対して，達成率は76.7％であっ
た。2年続けて新型コロナウイルス感染症対策によ
り，地域と連携した様々な取組が制限されたこと
が大きな要因と考えられる。感染症対策を講じた
うえで取組をどう進めていくのか考えていく必要
がある。また，協働型学校運営協議会のさらなる
推進を図っていくことが必要である。特に，学校
長のマネジメント力の向上と学校支援ボランティ
アのさらなる拡充，また特色ある学校を築いてい
くために地域の歴史，伝統，文化，自然環境など
をどのように生かしていくかが課題であると考え
られる。

(2018年度)

12

地域のボラン
ティアが，主体
となって企画，
運営する放課後
子ども教室，土
曜体験学習の教
室数（累計）

46.0%

未達成
7教室

(2018年度)

11

学校施設の整備
に満足している
保護者・地域住
民の割合

未達成
44.8％

8教室 ×

(2018年度)

　放課後子ども教室や土曜体験学習事業は，市が
地域の公民館運営委員会等に委託している事業で
あるため，地域の協力無くして新規開設や運営が
難しい点がある。また，地域の限られた人材の中
で，ボランティアの高齢化もあり，新たな人材の
確保も課題となっている。

50.6% ×

　学校施設の整備・改修等のスケジュールについ
ては，社会情勢による建築資材等の高騰や，建築
資材の入荷遅延の状況が今後もしばらく続く可能
性などがあることから，保護者や地域住民への効
果的な周知が必要である。
　教職員の働き方改革，保護者の利便性の向上な
どを図るための取組推進が必要である。

7教室

10

校長を除く学校
運営協議会委員
などへのアン
ケートにおい
て，「地域と連
携した取組が組
織的に行えるよ
うになった」と
回答した割合
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0615

教育支援課
教育指導課

　三重県教育委員会作成の「人権教育サポート
ガイドブックⅡ」を用いた教職員研修を進める
よう支援する。
　若手教員を中心に，人権課題別等の研修会を
４回実施する。
　発達に課題のある児童生徒への対応につい
て，教員向け研修会を実施するとともに，学校
がスクールカウンセラー，スクールソーシャル
ワーカー，心理の専門家等と連携し，支援体制
を強化する。

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部

担当課

　構成実行計画は３事業あるが，いずれも学
校・家庭・地域・関係機関・行政が一体となっ
て子どもを育む事業であり，持続的な取組によ
り成果が表れるものであるので，今後も継続し
て取組を進めていく。

0622

0623

0621

単施
番号

　学校施設の環境改善や新型コロナウイルス感
染症対策等については，国の交付金を積極的に
活用することで，効果効率的に事業推進を図っ
た。
　2022年度9月からの学校給食費の公会計化運
用開始を目指すため，例規整備のほかシステム
構築等の事前準備に着手した。

　市有建築物の約半数を学校教育系施設が占め
ていることや，多くの学校施設で老朽化が進行
していること，加えて，児童生徒数の減少に伴
い，学校規模適正化・適正配置が必要なことか
ら，中長期的な視点で計画を改定する必要があ
ることを踏まえ，築40年以上の学校施設の耐力
度調査を通じて，施設整備の方向性を検討し，
2023年度改定予定の長寿命化などの学校施設の
整備計画に反映していく。
　学校給食費の公会計化運用開始のため，組織
再編を行い体制強化を図っていく。

　地域と連携して子どもたちの学習環境を充実
する手段として概ね妥当である。

　国の「新・放課後子ども総合プラン」を進め
ていくため，引き続き庁内関係課と連携しなが
ら，子どもの学習環境の充実を図っていく。
　開設に向け各地域を訪問し，1地区を試行的に
実施しているが，その他の地域においても新規
開設にむけて助言・指導を行っていく。

　協働型のコミュニティ・スクールをさらに推
進していくため，文部科学省のCSマイスターを
招聘した研修会の開催や市内の進んだ学校の具
体的な取組の情報提供を進める。
　また，コミュニティ・スクール意識調査結果
を活用し，管理職，学校運営協議会委員長に向
けた研修会を開催し，CS制度の理解を深め，学
校長のマネジメント力の向上や特色ある学校を
築いていくため，教職員や学校運営協議会委員
の意識の向上を図る。

　若手教員が増加する中で，人権教育，多文化
共生教育，いじめや不登校問題の生徒指導等に
ついての基本的な研修会を計画的に実施し，教
職員の指導力向上を目指す。

教育委員会
事務局

教育総務課
教育政策課
学校教育課
教育指導課
教育支援課

文化スポー
ツ部

文化振興課

教育委員会
事務局

教育支援課
教育指導課

教育委員会
事務局

27



【目標数値】
■ 総人口＊1（各年度３月末現在）

※現状値及び実績値の年度は，数値測定年度

＊１ 住民基本台帳に基づく行政区域内人口のことであり，日本人人口と外国人 人口の合計

【講ずべき施策の基本的方向】

【§２ 人口減少社会適応策】

（１）基本目標２：人口減少社会に適応した安全・安心なまちづくりの推進

基本的方向２８：整備優先度の高い道路の整備

基本的方向２９：移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上 

基本的方向３０：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進

目標値
（2023年度）

現状値 実績値

199,949人 199,488人

（2018年度）（2019年度）（2020年度）（2021年度）（2022年度）（2023年度）

198,353人

基本的方向１８：防犯環境づくりの推進 

基本的方向１９：自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進 

基本的方向２０：スポーツを通じた豊かさの醸成 

196,919人 *** ***

基本的方向１６：消防力の向上と施設などの整備の推進 

基本的方向１７：交通事故対策の推進 

200,000人

基本的方向１５：防災力・減災力の向上 

基本的方向１４：市民の危機管理意識の醸成 

基本的方向１３：危機管理体制の充実

基本的方向２６：豊かな自然環境の保全

基本的方向２７：安全・安心で快適な生活環境の構築 

基本的方向２１：地域に根ざした高齢者福祉の推進 

基本的方向２２：医療体制・制度の充実

基本的方向２３：健康の維持と増進

基本的方向２４：自立した暮らしの充実 

基本的方向２５：廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用 

199,949人

199,488人

198,353人

196,919人

目標値：200,000人

196,000人

196,500人

197,000人

197,500人

198,000人

198,500人

199,000人

199,500人

200,000人

200,500人

201,000人

（2018年度）（2019年度）（2020年度）（2021年度）（2022年度）（2023年度）
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【具体的な施策の達成状況】

※設定した62のKPIのうち１つは未測定のため達成状況から除いています。

《推進本部による内部評価（令和３年度取組総括）》

　当該基本目標に掲げる「総人口」の実績値は，年々減少にあり，2021年度も，社
会動態，自然動態による人口減少が進んだため，総人口も大きく減少する結果となり
ました。
　
　今年度の実績値は，令和２年３月に策定した鈴鹿市人口ビジョン（改定版）の住民
基本台帳をベースに推計した2025年度の数値（196,325人）に近い数値となってお
り，総人口は推計よりも早いペースで減少しています。

　目標を達成するための施策の達成状況については，設定した62のＫＰＩのうち１
つのＫＰＩが未測定となっており，残り61のＫＰＩのうち計画値を達成したのは25
のＫＰＩで，達成率は41.0％となりました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で以前実施していたイベントや活動に制限が掛か
る中で，目標達成に向け，実績値向上に寄与する多くの施策が目標値を達成できるよ
うに，地域コミュニティの維持や活性化，公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行
うほか，健康長寿社会の実現，防災，消防力の確保などの取組を進めることで人口減
少社会に適応した安全・安心なまちづくりを行います。

基本的方向３８：行政経営力の更なる強化

基本的方向３１：効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづく
　　　　　　　　りの促進（都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進）

基本的方向３２：平等で平和な社会の実現

基本的方向３３：男女共同参画社会の実現（女性の活躍推進）

基本的方向３４：多文化共生社会の実現

基本的方向３５：協働のまちづくり及び住民主体の地域づくりの推進 

基本的方向３６：行政経営力の更なる強化（公共施設マネジメントの推進）

基本的方向３７：職員力と組織力の強化 

基本的方向３９：財源の確保と計画的な財政運営

基本的方向４０：適正な事務執行 

達成【○】

25 （41.0%）

未達成【×】

36 （59.0%）

基本目標2
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●

※　達成：○，未達成：×

6回
(2018年度)

1

職員メ－ル訓練
の回答率
（育児休業や病
気休暇中の者な
ど回答が不可能
な者を除く）

93.6％
未達成 ×(2018年度)

95.3%

計画値

(2019年度) (2021年度) (2021年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

97.4%

達成状況
※

現状値 実績値 計画値

(2019年度) (2021年度)

基本的方向１４：市民の危機管理意識の醸成

2

広報などにおい
て，情報伝達に
関する周知を行
う回数（累計）

3回
達成 ○

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

8回

ＫＰＩ（重要業績評価指標）に基づく検証内容　　※単位施策マネジメントシートから抜粋

(2021年度)
達成状況

※

現状値 実績値

　職員メ－ル訓練の回答率は95.3％と，一定レベル
の危機管理意識の醸成が図れているが，目標には
2.1ポイント届かず，前年度実績値と比較しても2.2
ポイント減少した。
　昨年度は，本市に気象警報の発表が一度もな
く，災害対策本部の設置がないという異例の年度
であったが，いつ発生するかわからない自然災害
に加え，不安定な国際情勢の中，発生が危惧され
る国民保護事案など，様々な危機事案の発生に対
し迅速かつ的確に対応するためには，職員の日頃
からの危機管理に対するさらなる意識向上が必要
である。

課題・懸案事項

　単位施策の成果指標は達成できているが，基本
構想の個別指標は伸び悩んでいるため，引き続き
広報すずかなどにおいて，情報伝達に関する周
知・啓発が必要である。特に，危機管理意識の低
い若い世代に対する周知・啓発を強化する必要が
ある。

課題・懸案事項

基本的方向１３：危機管理体制の充実
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　実施している実行計画を継続していくことに
より，危機事案発生時への迅速な対応につなが
るものであることから，構成実行計画の見直し
は行わない。

　職員メール訓練の回答率を継続して上げてい
くためには，組織体制の強化が必要である。そ
のためには，災害対策本部員への研修等を実施
し，組織としての危機管理体制の強化を行い，
職員全体の意識向上につなげていく。

0111

単施
番号

単施
番号

0121

所属の方向性

構成実行計画の見直し
担当部

担当課

危機管理部

防災危機管理
課

担当部

担当課

危機管理部

防災危機管理
課

所属の方向性

構成実行計画の見直し

　実施している実行計画は，全て市民への情報
伝達を行うために必要不可欠なものあることか
ら，構成実行計画の見直しは行わない。

　気象情報や避難所開設情報を市民に提供して
いる市ホームページ，緊急速報メール，防災ア
プリ，防災行政無線，ケーブルテレビL字放送，
コミュニティFMのほか，2022年度に導入予定の
ＬINEを含めた情報伝達手段について，広報すず
かや啓発活動において周知を行う。
　また，昨年度に啓発活動事業として作成した
YouTube動画の続編を作成し，若い世代への周
知を図る。

31



※　達成：○，未達成：×

(2018年度)

28箇所
未達成

6件

基本的方向１５：防災力・減災力の向上

5件

3
鈴鹿市における
住宅の耐震化率

88.2％
未達成 ×(2018年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度)

88.5% 91.0%

計画値

(2021年度)
達成状況

※ 課題・懸案事項

　2021年度は耐震工事（補強工事及び除却工事）
を86件実施し，耐震化率の向上につなげることが
できたが，目標には2.5ポイント届かなかった。そ
の要因のひとつとしては，予算の関係から年度途
中で耐震工事の受付を終了したため，全ての市民
ニーズに応えられなかったことによる。
　懸案事項としては，耐震診断後，耐震工事につ
ながっていない事案の存在である。また，木造住
宅に係る耐震改修促進は防災危機管理課が，民間
建築物に係る耐震化促進事業は建築指導課が窓口
となっており，市民の利便性を欠いていることも
ひとつの課題である。

現状値 実績値

29箇所 31箇所 ×

4

地区防災計画や
避難所運営マ
ニュアルが作成
された数（累
計）

3件
達成 ○

5

　2021年度は，年間目標である１箇所の指定を
行ったが，累計29箇所となり，目標値には２箇所
届かなかった。
　なお，2021年度の補助事業活用により施設１件
について整備が完了しており，2022年度での指定
を予定している。
　懸案事項としては，津波避難ビルの少ない地域
が存在することである。

　2022年度の目標は達成することができた。今後
も引き続き，計画等の策定が進むよう啓発活動の
実施等により地域の防災意識の向上を図り，各地
域が主体となる計画策定を支援していく必要があ
る。

(2018年度)

津波避難ビルの
指定箇所数（累
計）
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　津波避難ビルの整備事業については，2023年
度まで国の防災・安全交付金を活用しながら進
めていく重要施策であることから，引き続き沿
岸部の民間施設建設の情報収集，補助事業の周
知・啓発に努めており，2022年度は，新たに補
助事業を活用した津波避難ビルの整備計画があ
る。
　本市沿岸部においては，大規模地震発生から
津波到達までに約60分を要することを市民に対
し広く周知・啓発し，津波到達区域外への早急
な避難が最優先であることを継続して呼びかけ
ていく。

　市内に28ある地域づくり協議会は，防災意識
が高く，計画の策定を予定している地区も多い
ことから，2021年度に引き続き地域づくり協議
会への働きかけを行う。
　また，防災訓練や地域における啓発活動を引
き続き実施し，地域の防災意識の向上を図るほ
か，自主防災組織に対する活動支援，地区防災
計画の手引書の提供により計画策定の支援を行
う。啓発活動では，防災コーディネーターや消
防本部，Hiまわり分団との連携を強化するほ
か，DVDの貸出しやリモートによる啓発など，
新しい生活様式を取り入れた手法も推進してい
く。

危機管理部

防災危機管理
課

危機管理部

防災危機管理
課

　構成している実行計画は，成果指標である住
宅の耐震化率向上のためには必要不可欠な事業
であることから，構成実行計画の見直しは行わ
ない。

　2022年度は，予算を増額したことに加え，耐
震改修促進事業を含めた全ての建築相談につい
て，建築指導課に窓口を一本化したことによ
り，耐震化率の向上を見込んでいる。

0211

構成実行計画の見直し
担当部

担当課

危機管理部
都市整備部

防災危機管理
課
建築指導課

所属の方向性

0212

0213

単施
番号

　構成実行計画は，津波避難ビルの指定をはじ
め，鈴鹿市地域防災計画に基づくものであり，
関連施設の整備を行い，防災体制を強化を図る
ために必要であることから，見直しは行わな
い。

　緊急避難所指定集会所耐震補強費補助事業
は，集会所を所有する自治会の意向も確認し，
対象となる集会所の耐震補強を全て終えたこと
から，2021年度をもって廃止とした。
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※　達成：○，未達成：×

(2018年)
4人5人

10
市内の交通事故
死者数

11人

実績値 計画値

(2019年度)

8

救急現場での心
肺機能停止症例
に対する市民に
よる救命処置実
施率

52.3％

未達成

ＫＰＩ

1,130回

56.0％

150件

基本的方向１７：交通事故対策の推進

(2021年度)

事業所などが実
施した消防訓練
回数

未達成

(2021年度)

(2018年)
73件

7

9
高齢者の人身事
故件数

164件
達成 ○

現状値 実績値

(2019年度) (2021年度) (2021年度)
達成状況

※
計画値

×

未達成

(重要業績評価指標)

52.1% ×

現状値

1,042回
(2018年度) ×976回

(2018年度)

10分00秒
6

建物火災の通報
から放水までの
平均所要時間

10分04秒

基本的方向１６：消防力の向上と施設などの整備の推進

10分19秒

ＫＰＩ
課題・懸案事項

　成果指標の目標に対し，実績は達成率が96.9％と
なり達成することができなかった。達成率につい
ては，迅速な出動指令と出動体制を維持すること
で，ここ数年は横ばいで推移している。
　市の南部及び北部地域には，災害現場への到着
に時間を要する地域が存在する。成果指標の目標
達成には，現場までの走行時間が含まれるため，
現在の署所の配置では達成が困難である。
　現在，計画中の御薗町南部への新消防分署建設
により，市南部地域の改善は見込まれるが，さら
に改善が必要な地域があり，適正な署所配置が求
められている。

(2018年度)

未達成

　目標値未達成の要因として，新型コロナウイル
ス感染症対策のため集団での行動，訓練を自粛し
訓練等が行えなかったことが推定される。

　未達成の要因として，１１９番要請時に職員に
よる口頭のみの指導では，自信を持って心肺蘇生
が行えないこと，また，コロナ禍の影響を受けて
救命講習会への参加意欲が薄れたことが考えられ
る。

(重要業績評価指標)
達成状況※

×

課題・懸案事項

　警察署等，関係機関・団体と連携した交通事故
防止対策や，各地域の見守り活動の中で事故防止
啓発をしてもらうなどの取組により，昨年に引き
続き目標値を達成しており，2023年度の目標値も
達成している。
　今後も高齢者のみならず，あらゆる世代におい
て交通事故の加害者にも被害者にもならないため
の継続した対策が必要である。

　交通事故死者数は目標値の4人を超過したが，前
年と同様に過去最小の5人であった。
　交通安全施設は常に良好な状態に保つ必要があ
るが，地域から寄せられる多数の要望に対して全
てに応えられていない状況がある。
　今後も，優先度合いを考慮しつつ道路交通環境
の整備を進めていく事が必要である。
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　警察署等，関係機関・団体と連携し，交通事
故の抑制に一定の役割を果たしているものと考
える。
　今後も，交通安全施設整備の優先度を検討
し，効率的に推進することで，市民が安心して
利用できる良好な道路交通環境の実現をめざ
す。

　警察署等，関係機関・団体と連携し，交通事
故の抑制に一定の役割を果たすことができた。
　交通安全の啓発活動については，交通安全教
育等を受ける機会が少ない高齢者に対しては引
き続き関係機関と協力して交通安全啓発を行
う。
　また，保・幼・小・中学校の児童生徒につい
ては交通安全教室の開催も定着してきているこ
とから，これら以外の自動車運転免許保有者へ
の再教育について調査検討を行う。

　成果指標の達成に向けて，構成する実行計画
は妥当である。消防訓練実施の指導について
は，事業者に対し伝わっていると考えられる
が，課題・懸案事項に挙げた内容により本来必
要である訓練が実行されにくいのが現状であ
る。
　実施方法の見直しも含め，立入検査時に訓練
の必要性を説明し事業者の防災意識の高揚を図
る等の方策を検討していく。

　コロナ禍が続く中ではあるが，立入検査時，
防火管理講習等で消防訓練の必要性を説明し，
事業主から従業員へ防火管理及び防災意識の重
要性を伝えるよう指示する。また，ツイッ
ター，ホームページ等から情報発信し，事業所
の消防訓練実施回数増加を図る。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

所属の方向性
担当部

担当課
構成実行計画の見直し

0223

0312

0222

単施
番号

単施
番号

0311

0221

　いずれも成果指標の向上に資する事業であ
り，構成する実行計画の見直しは行わないもの
の，より効率的に進められるよう実施方法を工
夫するなどして，今後も継続して取り組む。

　構成実行計画は，限られた人的，財政的資源
の中，将来にわたって持続可能な消防体制を整
備，確立していくことが必要不可欠であること
から，手段として妥当である。

　構成実行計画である「交通安全運動事業」の
見直しは行わないものの，引き続き交通安全に
対する啓発・教育を推進していく。

消防本部

消防課
消防総務課
中央消防署
南消防署
情報指令課

消防本部

予防課

消防本部

消防課
中央消防署
南消防署

担当部

担当課

　2023年度に新消防分署を御薗町南部に開署す
ることで，目標値８分に大きく近づけることに
なる。しかし，市南部地域が改善されても，市
北部地域には出動から10分以上かかる地域があ
ることから，成果指標の目標達成に向けて，到
着時間の改善が必要な北部地域に対し，既存施
設も含めた効果的な署所配置について，再検討
する。また，老朽化している施設についても，
公共建築物個別施設計画と整合性を図りなが
ら，長寿命化を図るとともに，計画的な整備を
進める。

危機管理部

交通防犯課

危機管理部

交通防犯課

　車両・救急資機材の維持管理，救急隊員の感
染防止対策，救命講習会等による市民への応急
手当の啓発，救急現場における処置等の判断
力・技術力の向上に向けた救急救命士の養成・
育成，これらの事業は統廃合の見直しは難しい
と言える。

　感染対策を含め市民が参加しやすい救命講習
会の開催及び映像通報システムを利用した通報
者への適切な応急手当を指導する。
　また，救急隊員（救急救命士含む）の研修・
実習などの教育訓練を継続的に実施する。
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※　達成：○，未達成：×

3.05冊

13

鈴鹿市，鈴鹿市
文化振興事業団
及び鈴鹿市芸術
文化協会が行う
文化事業への参
加者数

31,096人
未達成 ×(2018年度)

現状値 実績値

基本的方向１９：自ら学び，広げる文化と生涯学習活動の推進

ＫＰＩ

(2019年度) (2021年度)

8,178人

計画値

11
防犯団体結成数
（累計）

76団体 達成 ○

現状値 実績値

(2019年度) (2021年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

84団体 80団体

　前年度と比較して団体数は同数であり目標値は
上回っているが，達成率は下がった。
　犯罪を起こさせない環境をつくるためには，地
域住民の協力が不可欠であることから，今後も，
地域における自主的な防犯活動を支援する必要が
ある。
　また，最近は特殊詐欺被害も増加していること
から，市民一人一人の防犯意識の向上を図る必要
がある。

課題・懸案事項
(2021年度)

基本的方向１８：防犯環境づくりの推進

(2018年度)

計画値

15
市民一人当たり
の年間貸出冊数

3.4冊

　警察署等，関係機関・団体と連携した防犯対策
や，各地域の自主防犯活動などに取組を行った結
果，成果指標の目標を達成できた。しかし，本市
の犯罪率は県内では高く，市民の犯罪に対する不
安を解消するために，引き続き対策に取り組む必
要がある。

　新型コロナ感染症拡大防止策として，2021年も
休館・入館制限・施設利用制限はあったが，貸出
冊数は3.05冊まで回復し，達成率84.7％となった。
現状10代，20代の利用者は，図書館の利用方法が
学習室利用に偏っており，貸出利用についは相対
的に低い傾向にある。未達成 ×

14

学官連携による
専門的な学習事
業への参加者数

未達成

(重要業績評価指標)

31,000人

(2018年)

(2018年度)

187人

12

人口１千人当た
りの刑法犯認知
件数（犯罪率）

7.75件
達成 ○

(2021年度)

6.49件

122人 244人

3.6冊

6.58件

(2018年度) ×

達成状況
※

達成状況※ 課題・懸案事項

　成果指標の達成率は，2020年度よりは向上した
が，年間を通じて新型コロナウイルス感染症の影
響により文化芸術事業の実施が低迷したことによ
る。
　また事業を実施しても，規模の縮小や定員の大
幅な削減，市民等の参加意欲の低下が考えられ
る。

　市民アカデミー「まなベル」の受講者アンケー
トでは高い満足度を示しているが，目標値実現の
ためには，学習範囲を広げるとともに，参加者層
の拡大が必要である。
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0713

　2020年度の実行計画の見直しにより，今後の
指定管理者制度の導入を見据え，市民会館・文
化会館の実行計画の優先度を上位に位置付けて
おり，この方針を継続する。

　2023年度までは，引き続き（公財）鈴鹿市文
化振興事業団へ補助を継続して，市の文化事業
を担ってもらう。感染症対策を実施しながら，
より文化芸術に関心を持ってもらうために，広
く市民に接してもらえる鑑賞事業も推進しても
らえるようする。 0711

所属の方向性

　構成する実行計画の見直しは行わないもの
の，より効率的に進められるよう実施方法を工
夫するなどして，今後も継続して取り組む。

　警察署等，関係機関・団体と連携した啓発活
動や，犯罪情報の発信等に取り組んできた。
　今後も，地域の見守り活動を支援し，地域の
実情に応じた自主防犯活動が展開されていくよ
う取り組んでいく。
　また，新たに防犯講習会を開催することによ
り，市民の防犯意識の向上を図る。

所属の方向性構成実行計画の見直し

0412

0712

単施
番号

単施
番号

0411

　市民の主体的な学習の場の情報や学習機会の
提供手段として概ね妥当であるが，学官連携に
よる専門的な学習事業については，より幅広い
層の参加が得られるよう開催方法等の見直しを
行っていく。

　市民アカデミー「まなベル」は，より幅広い
層の参加が得られるよう開催方法等の見直しを
図る。

　構成実行計画の「図書館及び江島分館におけ
る図書サービスの充実」及び「図書館管理運営
事業」は，市民が読書に親しみ，知識や教養を
高められる手段として不可欠であり，継続し推
進していく。

　基本的な図書館サービスの充実を図りなが
ら，いわゆる若年層の読書離れに効く方法を，
学校図書館との連携，他自治体との情報交換を
行い模索していく。また，新型コロナ感染症の
状況を考慮しつつ，来館を促す事業を再開して
いく。

構成実行計画の見直し

　いずれも成果指標の向上に資する事業であ
り，構成する実行計画の見直しは行なわず，今
後も継続して取り組む。

文化スポー
ツ部

担当部

文化スポー
ツ部

図書館

担当課

危機管理部

交通防犯課

危機管理部

交通防犯課

担当部

担当課

文化スポー
ツ部

文化振興課

文化振興課

　自治会防犯灯のLED化や，駅周辺の自転車駐
車場への防犯カメラの設置など，防犯設備の整
備に取り組んできた結果，犯罪抑止に一定の役
割を果たすことができた。
　今後も，警察署等，関係機関・団体と連携し
て犯罪の未然防止に努めるとともに，自治会等
が設置する防犯カメラに対し補助を行うことに
より地域防犯の充実を図る。
　また，今後市が設置する防犯カメラについて
は犯罪抑止に有効な箇所の選定を継続して行
う。
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※　達成：○，未達成：×

(2018年度)

19
ふれあいいきい
きサロンの数

課題・懸案事項

78か所 達成

計画値

○

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

(2018年度)

18

高齢者の在宅生
活を支えるため
の事業利用者数

1,255人
(2018年度)

36,181人

計画値現状値

基本的方向２０：スポーツを通じた豊かさの醸成

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

実績値

×37,000人

17

16

市主催などの各
種スポーツ行事
への年間参加者
数

(2018年度)

(2019年度) (2021年度)

未達成 ×

943,000人

　2021年度においても新型コロナウイルス感染症
対策として，運動施設の利用中止とする措置期間
を設けたことと，利用再開後も人数制限を継続し
たため，大規模なイベント（大会）等が中止と
なったことから，指標の利用制限者数は現状値よ
りも減少する結果となった。
　2022年度においては，施設使用制限の緩和を行
い，施設利用を促し，目標の達成に努めたいもの
の，感染状況によっては，利用制限を再開する可
能性もあることが課題であるため，常に国・県及
び近隣市等の動向を注視する。

120か所

達成状況
※

未達成

(2019年度) (2021年度)

　高齢者のみの世帯や一人暮らし高齢者が増加し
ており，かつ身近な親族等からの支援が受けられ
ない方も増加している。
　このことから，日常生活の自立に向けて権利擁
護をはじめとする高齢者の尊厳を守るための支援
や，災害時等における見守り体制の拡充などがよ
り重要になっている。

1,400人

スポーツ施設な
どの年間利用者
数

869,454人
未達成 ×

基本的方向２１：地域に根ざした高齢者福祉の推進

(2021年度)

10,100人

559,934人

達成状況
※

現状値 実績値

(2021年度)

1,373人

123か所

　2021年度は，新型コロナウイルスの影響のみな
らず，東京オリンピック・パラリンピックにおい
ては無観客，三重とこわか国体・大会においては
中止となったことから，実績値が目標値を大幅に
下回る結果となった。特にスポーツを「支える」
の割合が減少していることから，市民がスポーツ
活動を支える環境を整備することが課題である。

課題・懸案事項

　ふれあいいきいきサロンは設置目標数に達して
いるが，地域的な偏りがある。地域ケア会議につ
いて，８圏域の新体制で圏域会議が開催された
が，個別会議からの課題の抽出までには至ってい
ない。圏域会議と連動する協議体については，地
域づくり協議会を中心に立ち上がったが，住民の
理解を得るまでには至っていない。フレイル予防
の推進について，データの蓄積がなく，エビデン
スに基づく展開ができない。チームオレンジ鈴鹿
が立ち上がり，初年度の目標を超える登録者数で
あった。今後，モチベーションを持続させること
や地域ごとのリーダーを見出すことが課題であ
る。
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0812

担当課

健康福祉部

文化スポー
ツ部

スポーツ課

　権利擁護の体制を強化するため，「サポート
センターみらい」を中核機関と位置づけ，相談
支援体制の充実を図る。身寄りのない高齢者の
身元保証に関し，入院・入所に係るガイドライ
ンを作成する。認知症の方の見守りを強化する
ため，QRシールと賠償責任保険の仕組みを構築
する。災害時要援護者台帳の更新と災害時の避
難方法について，防災危機管理課と連携して取
り組む。

0911

構成実行計画の見直し 所属の方向性
単施
番号

単施
番号

0811

0912

　社会福祉協議会などの関係機関と連携しなが
ら，高齢者の権利擁護の取組推進や，見守り体
制の拡充に取り組むことで，高齢者が住み慣れ
た地域で安心して生活できる環境を整えてい
く。
　また，今後も必要な方に必要なサービスが的
確に提供できるよう，効率的で効果的なサービ
ス提供体制を維持・構築するとともに，国や三
重県の動向，あるいは先進的な取組事例や利用
者のニーズの把握を常に行い，課題に対応して
いく。

　目標の達成に向けて，各々の運動施設の維持
管理は必要不可欠であることから，その構成実
行計画は継続し，鈴鹿市公共建築物個別施設計
画での方針を基に，個々の実行計画に長寿命化
などの改修方針を追加していく。

　目標達成に向けて，構成実行計画は継続し，
鈴鹿市スポーツ協会をはじめ，スポーツ推進委
員協議会や各種スポーツ団体等と連携・協議
し，多くの市民が参加できる方法を検討する。

　三重とこわか国体・大会において創設された
大会ボランティア制度を，本市のレガシーとし
て活用し，新たに制度を整えスポーツボラン
ティアとしてスポーツを支えるを人材を育成
し，競技団体等と連携しながら活躍する場を整
える。

担当部

担当課

文化スポー
ツ部

スポーツ課

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部

　新型コロナウイルスの影響による運動施設の
利用方法に十分配慮するとともに，安全性を最
優先に各施設の修繕等を適切に行う。
　また，施設の方向性を示した公共建築物個別
施設計画との整合性を図りながら，快適に利用
できる運動施設の整備を行う。

長寿社会課

健康福祉部

長寿社会課

　地域住民がフレイル予防に積極的に取り組
め，データに蓄積と分析による効果的な働きか
けができるよう「フレイル予防プログラムデイ
リーアクション事業」を新たに加える。これに
より日常的にフレイル予防に取り組める地域住
民を増やし，元気な高齢者を増やす。

　ふれあいいきいきサロンの市内分布図を作成
し，空白地帯へ積極的に働きかける。地域ケア
会議について，個別会議の開催を促し，見えて
きた地域的な課題について圏域会議において解
決に向けた議論ができるよう支援する。協議体
の在り方について，生活支援コーディネーター
とともに考え，住民の理解を得られるよう働き
かける。フレイル予防について，取組前後の身
体の状態を見える化して意識の向上とデータ分
析による働きかけを行えるようにする。チーム
オレンジ鈴鹿についてチームオレンジコーディ
ネーターとともに地域ごとの認知症支援体制の
構築について，まずは，登録人数を増やし，
リーダーを育成する。主体的な活動を支援す
る。
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※　達成：○，未達成：×

福祉医療費助成
対象者数

33,403人 30,782人 33,460人
未達成 ×

　少子化による人口減少の影響を受けて対象者も
減少しており，成果指標は達成できていない。今
後は，子育て支援という観点から，対象者の拡大
を視野に入れて制度改正を検討する必要がある。(2018年度)

現状値 実績値

(2019年度) (2021年度) (2021年度)

67,977人
24

各種がん検診・
結核検診・妊婦
乳幼児健康診
査・特定健康診
査の受診者数

71,639人
未達成(2018年度)

23

　母子関係の健診受診率は横ばいとなっており，
引き続き，未受診者への周知・啓発が必要であ
る。
　がん検診については，医療機関と連携し，引き
続き，検診の必要性を周知し，受診率だけでなく
精密検査受診率の向上を図っていく必要がある。
　定期予防接種事業は，目標値に達しており，維
持できるよう継続する。今後も，新型コロナウイ
ルス感染症の状況に配慮しながら，各種健康診査
や，予防接種事業の推進を図る必要がある。

79,571人

達成 ○

【国民健康保険】
　保険給付費は増加したが，市から県に納める事
業費納付金が減少したことで，支出の割合が減少
したため，成果指標は達成できた。しかし，事業
費納付金は，社会保険診療報酬支払基金から県に
交付される前期高齢者交付金の増減に影響され，
予測が困難であることから，今後も，収入割合を
高めるための取組が必要である。
【後期高齢者医療制度】
　2022年に団塊の世代が後期高齢者になりはじ
め，その後も75歳以上の人口の増加が予測される
ため，保険料の負担金や医療費の増大が懸念され
る。

未達成
(2018年度)

21

(2019年度) (2021年度)(重要業績評価指標)

20

一次・二次救急
医療機関の受入
れ患者数

22,212人

(2018年度)

ＫＰＩ
課題・懸案事項

(重要業績評価指標)

　新型コロナウイルス感染症の影響で各種健康づ
くりに関する講演会，教室などの実施が困難な期
間もあったため，2021年度も，健康マイレージを
自宅で取り組めるようにした。
　対象者を，40歳以上の市民から，在住・在勤・
在学の18歳以上の方に拡大し，勤務先などで仲間
で取り組めるようにしたほか，SNSの活用や他部署
との連携などによる積極的な情報発信を行い，取
組シートは10,000枚配布することができたが，参
加人数（申請者数）の大幅な増加にはつながらな
かった。

(2018年度)

達成状況
※

未達成

国民健康保険事
業の支出に対す
る収入の割合

100％ 100.8% 100％

178人

計画値
達成状況

※
現状値

198人

計画値

22

×15,494人 22,600人

基本的方向２２：医療体制・制度の充実

ＫＰＩ

×

400人

課題・懸案事項
実績値

(2021年度)

　コロナ禍の影響もあり，2020年度と同様に，一
次・二次救急医療機関の受入れ患者数は低い水準
であった。かかりつけ医を持つ市民の割合も上昇
しているが，限られた医療資源で市民に効率的に
医療提供を行っていく必要性は変わらず，市民の
適正受診と救急の適正利用のより一層の促進が必
須である。
　また，本市の小児救急医療は，小児科医の不足
などにより，十分な体制が確立されておらず，近
隣市医療機関への救急搬送数が多く見られる状況
がある。

基本的方向２３：健康の維持と増進

×
健康マイレージ
事業に参加した
人数
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　少子化による人口減少の影響を受けて対象者
が減少しているため，成果指標は未達成となっ
ているが，安定した制度運営を行い，受給資格
者が安心して医療を受けられる体制は確保でき
ているため，現状維持とする。

　子育て支援という観点から対象者の拡大を視
野にいれた制度改正を検討するとともに，制度
を持続可能で安定したものにするため，引き続
き，三重県へ補助対象の拡大を要望し，財源の
確保に取り組む。

健康福祉部

1112

福祉医療課

所属の方向性

　限られた予算において事業が継続できるよ
う，各種健(検）診の受益者負担等についても引
き続き検討しながら，安定的な制度運用を図っ
ていく。

　がん検診や妊産婦乳幼児健康診査，特定健康
診査など各種健康診査や保健指導の必要性を，
様々な場面で丁寧に周知し，受診率の向上につ
なげるとともに，がん検診の精度管理にも努め
ていく。また，新規事業である多胎妊娠の妊婦
健康診査支援事業は対象者への周知を積極的に
行う。
　2024年度まで延長された風疹の追加的対策事
業の抗体検査受検率の向上や，ＨＰＶワクチン
の個別勧奨の再開及びキャッチアップ接種に向
けた対応，希望する市民への新型コロナウイル
スワクチンの円滑な接種促進など，各種予防接
種事業を計画的に推進していく。

健康福祉部

健康づくり課
保険年金課
新型コロナウ
イルスワクチ
ン接種推進課

構成実行計画の見直し

【国民健康保険】
　安定的な運営に向けて，収納率向上に引き続
き取り組む。
　また，医療費の抑制を図るため，生活習慣病
予防などの保健事業を実施するとともに，国・
県の交付金制度の交付額増加につながる取組の
実施について引き続き検討していく。
【後期高齢者医療制度】
　三重県後期高齢者医療広域連合との連携のも
と，安定的な保険運営を図る。医療費抑制を図
るため，鈴鹿市医師会等の協力を得ながら，健
診事業を推進する。

健康づくり課

保険年金課
福祉医療課

単施
番号

単施
番号

1111

1113

1211

1212

　市民が今後も必要なときに必要な医療を受け
られるよう，医療機関に対する補助事業の見直
しや，看護人材の確保のための支援，関係機関
との連携による小児救急医療体制の構築のため
の検討など，市内の医療提供体制の充実に向け
た取組を総合的に推進していく。
　また，医療や健康に関する相談支援体制の拡
充に取り組み，2022年度からのサービス開始及
び効果的な運用を図りながら，市民の適正受診
及び救急の適正利用の促進に取り組む。

担当部

担当課

健康福祉部

健康づくり課

【国民健康保険】
　収納率は三重県の目標に達していないため，
引き続き，収納率向上に向けて取り組む。
　また，安定的な運営につながるよう，保健事
業等の実施により，医療費の適正化を推進す
る。
【後期高齢者医療制度】
　高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の
事業を立上げ，糖尿病性腎症の重症化予防・低
栄養状態の改善に取り組むとともに，フレイル
予防の普及を図り医療費の適正化を推進する。

　新型コロナウイルス感染症の感染状況や感染
対策の動向を踏まえながら，引き続き，各種種
健康づくりに関する事業を推進していく。
　「健康マイレージ事業」については，無関心
層を含めた健康づくりへの意識の向上につなが
るよう，企業等との連携を強めながら，引き続
き，周知啓発を行っていく。
　また広く市民を対象とした「救急・健康フェ
ア」等のイベントを通じて，健康づくり全般の
普及啓発を図っていく。

　健康づくりにおいて，無関心層への働きかけ
は，将来の健康寿命の延伸や医療費削減につな
がるため，他部署にも働きかけながら，健康づ
くりへの意識づけにつながるように事業を実施
していく。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

担当部

担当課

健康福祉部

健康福祉部

　医療提供体制の安定的な確保に向け，一次救
急医療機関及び二次救急医療機関に対する補助
事業については，各医療機関における患者の受
入体制等を的確に把握・検証し，補助事業を持
続的に発展させていく。
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※　達成：○，未達成：×，未測定：－

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度)

太陽光発電設備
（10kw未満）の
導入件数（累
計）

5,599件 6,827件 6,829件
未達成

(2021年度)

28 ×

　固定価格買取制度における太陽光発電の買取価
格が年々下がっている一方，電気代は，世界情勢
等の影響により高騰している。現在，災害時にも
有効な蓄電機能を有した太陽光発電設備の開発が
進んでいることから，今後の家庭用太陽光発電設
備の導入は普及していくと想定される。(2017年度末)

現状値 実績値

27 資源化率
23.6％ 23.3% 24.8％

未達成 ×

　資源化率を高めるためには，市民の意識向上が
欠かせない。そのため，「広報すずか」や市ホー
ムページを活用し，継続して市民啓発に取り組ん
でいるが，資源化率は横ばいである。

(2018年度)

26
新規生活相談受
付件数

26件/月
達成 ○

（未測定） 5,200人
25

「ふれあい広場
鈴鹿」への参加
及び協力者数

32件/月

ＫＰＩ
達成状況

※

4,878人

ふれあい広
場鈴鹿が中
止となった
ため，実績
値は未測定

計画値

(2018年度)

(2021年度)
課題・懸案事項

計画値
達成状況※ 課題・懸案事項

　2021年度よりは減少したものの，引き続き新規
生活相談件数が多い状況が続いており，多くの相
談者のニーズに応えるため，相談者の状況を把握
し，生活課題を整理し，的確に必要な支援につな
げる必要がある。
　そのため，これまで以上に関係機関との情報共
有や連携を図り，取組を推進する必要がある。

(2018年度)

基本的方向２５：廃棄物の減量化推進とエネルギーの有効利用

ＫＰＩ

72.5件/月

ー

現状値 実績値

(2019年度) (2021年度)(重要業績評価指標)

　市民の複合・複雑化した福祉ニーズや制度の狭
間問題に対応するために「属性を問わない相談支
援」，「社会のつながりや参加の支援」，「地域
づくりに向けた支援」の3つの支援に一体的に取り
組む包括的な支援体制の構築が求められている。

基本的方向２４：自立した暮らしの充実
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単施
番号担当課

　今後は，余剰電力を売電することよりも，蓄
電機能を付帯し自家消費型太陽光発電を行うこ
とが主流となり，効率よく電気を蓄電・消費で
きると予想されるため，自家消費型太陽光発電
のメリットをアピールし，再生可能エネルギー
の導入及び普及促進を推進していく。

　地球温暖化対策として環境啓発を積極的に行
い環境意識の向上を促すとともに，エネルギー
の有効利用として，自家消費型の太陽光発電設
備の導入を引き続き推進していく。

環境部

環境政策課

　紙類・空き缶・ペットボトル等の資源ごみ
は，行政回収以外に商業施設などによる民間回
収が行われ，そちらを利用して資源ごみを出す
市民も多い。これは行政回収に比べ，曜日・時
間帯を問わず，「ついでに」出せる気軽さが要
因であると考えており，こうした民間回収情報
を広く市民に提供し，事業者との協働により資
源化率の向上を図る。

　市民，事業者との協働により，資源化を推進
していくことで廃棄物の発生抑制に努め，更な
る廃棄物の減量化を推進する。

　増加する新規生活相談受付件数に対し，鈴鹿
市社会福祉協議会，地域包括支援センターなど
の関係機関と連携を密にすることにより，相談
者に寄り添った一定の支援体制が整っている。
　このことから，引き続き，現状の構成実行計
画により事業を推進していく。

　新型コロナウイルス感染症をはじめとした
様々な要因により，相談内容が多様化・複合化
していることから，関係機関や地域との連携を
強化し，相談者が必要とする支援や施策に的確
につなげ，自立を促していく。
　また，生活保護業務等については，国の通知
に則って弾力的な運用に努めるとともに，関係
機関と連携して適切な支援に取り組んでいく。 1222

1311

所属の方向性
担当部

担当課
　新型コロナウイルス感染症の影響で実施でき
なかった事業が多くあり，「ふれあい広場鈴
鹿」についても，2020年度に続き2021年度も
開催できなかったため，成果指標等が測定でき
なかった。
　構成実行計画については，コロナ禍であるか
どうかに関わらず，生活支援のために必要なも
のであることから，現状のままとするが，引き
続き，社会情勢の変化を踏まえながら，事業を
推進するための方策について改善を図ってい
く。

　「ひきこもり」，「8050問題」「（ヤング）
ケアラー」など，従来の高齢者や障がい者と
いった個人の属性を基本とした支援制度のみで
は，地域福祉の推進が図られない状況にある。
　このため，従来の取組を推進しつつ，社会福
祉協議会や民生委員などの関係団体や地域住民
との連携強化や，包括的支援体制の構築に注力
していく。

環境部

廃棄物対策課
開発整備課
クリーンセン
ター

1221

構成実行計画の見直し

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部

単施
番号

1312

健康福祉部

健康福祉政策
課

健康福祉部

保護課
健康福祉政策
課
保険年金課
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※　達成：○，未達成：×

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)

未達成 ×

達成状況
※

95.9％

　2021年度のボランティア清掃支援を行った団体
等の構成は，自治会等の地縁団体が最も多く136
件，その他の団体が78件，企業が41件となってい
る。また，近年は自治会等の地縁団体及びその他
の団体への支援件数は同水準で推移しているが，
企業については増加傾向にある。
　また，自然観察会・里山保全活動においては，
まん延防止等重点措置期間中は開催を見送った。
期間外については，感染防止を徹底し，実施する
ことができたが，今後の実施についても，適切な
感染予防対策が必要である。

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)
達成状況

※

実績値 計画値

(2019年度)

現状値

(2017年度)
未達成

基本的方向２７：安全・安心で快適な生活環境の構築

(2018年度)

○

　地方道路整備事業については，社会資本整備総
合交付金の配分額が年々低下傾向にあり，計画的
な事業推進に影響がある。

○

　中勢バイパス４工区の早期完成及び鈴鹿亀山道
路・鈴鹿四日市道路の整備促進に向けた事業予算
の確保及び事業調整，事業協力等，積極的かつ計
画的な対応が必要である。

(2018年度)

0％

×

課題・懸案事項

32

対象とする幹線
道路の目標達成
率

30

騒音，振動，悪
臭に係る環境基
準の適合率

(2021年度)

現状値

基本的方向２８：整備優先度の高い道路の整備

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況※

29
ボランティア清
掃支援件数

237件

31

汲川原橋徳田線
交差点間の大型
車の通過時間

2分37秒 2分03秒 2分37秒
達成

基本的方向２６：豊かな自然環境の保全

(2019年度) (2021年度)

実績値 計画値

達成

(2018年度)

(2021年度) (2021年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

　昨年度よりも環境基準適合率は改善されている
が，今後の更なる水質・騒音・悪臭等の改善のた
め，必要に応じて，事業所等による公害防止活動
の推進及び設備への投資等，改善に向けての理解
を促していく。100％

87％

課題・懸案事項

255件 280件

95.9%

課題・懸案事項

87%
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担当部 単施
番号担当課

単施
番号構成実行計画の見直し

構成実行計画の見直し 所属の方向性

　ボランティア清掃活動の増加に向けて，今後
も継続した啓発活動を行うとともに，支援件数
が増加傾向にある企業へのアプローチを意識し
た啓発を検討していく。
　自然環境保全活動については，新型コロナウ
イルス感染拡大を防止する観点から実施方法等
を検討した上で，感染防止対策を徹底する。ま
た，一過性のイベントにならないよう，実施内
容を精査する。

　2021年度のボランティア清掃活動について
は，ウイズコロナの考え方が浸透してきたこと
と，十分な感染対策の上でのボランティア清掃
活動実施の啓発を目標通り実施できたこと等か
ら，支援への申込件数は279件（中止等があり
支援件数は255件）となり，目標値に近づいて
きている。里山保全活動については，参加者を
増加させるため，積極的な啓発を行い，活動内
容の充実を図る。これらのことから，構成する
実行計画及び実施内容については大きな見直し
は行わず，継続とする。

　公害防止対策については，継続性が重要であ
るため，引き続き改善に向け取組んでいく。

　環境測定は，環境基準の適合状況を把握する
ため，また良好な市民生活を送るために不可欠
なものであり，継続して行う必要がある。測定
を定期的に実施し，基準を超過する事業所等が
見受けられる場合は指導を徹底していく。 1511

所属の方向性

環境部

土木総務課
土木用地課

単施
番号

土木部

1612

　幹線道路の整備推進について，構成実行計画
で掲げる事業の推進が必要であり，継続して実
施していく。

　社会資本整備総合交付金の予算確保に向け，
県との協議・調整を十分に行うとともに，国の
補助メニューを吟味し，より有利な条件の補助
制度の活用を探っていく。また，道路整備プロ
グラム及び年度計画に従って，計画的に事業を
推進し，渋滞緩和や通行者の安全確保を図る。

　国・県などの道路事業促進について，構成実
行計画で掲げる事業の推進が必要であり，継続
して実施していく。

　事業予算確保に向けた積極的な要望活動を継
続するとともに，国・県等関係機関との連携を
強化し事業促進を図っていく。
また，事業の重要性や効果等を広く周知し，交
通環境に対する住民満足度の向上に努める。

土木部

道路整備課
土木用地課

構成実行計画の見直し 所属の方向性

担当課

1611

1411

担当部

廃棄物対策課
環境政策課
開発整備課

担当部

担当課

環境部

環境政策課
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※　達成：○，未達成：×

(2018年度)

現状値 実績値

4件

(2021年度)

　道路の維持管理については，必要性・安全性な
どを考慮し計画的に修繕を行っているが対象施設
が膨大であることに加え，日常的な緊急対応も必
要となることから，予算・人員の確保が課題と
なっている。(2018年度)

達成状況
※

基本的方向２９：移動空間の安全性・利便性の確保と公共交通の利便性の向上

ＫＰＩ

35

コミュニティバ
スの年間利用者
数

250,776人
未達成 ×

36戸 36戸

基本的方向３０：都市施設の効率的な整備と維持管理の推進

(2012年度)

　治水・浸水対策施設の整備には，長い期間と多
くの費用が必要である。市内各地域より治水・浸
水対策に関する多くの要望をいただいており，雨
水排除施設の改良・整備の推進及び既存施設の能
力が100％発揮出来る適切な維持管理が極めて重要
な課題となっている。

現状値 計画値

(2019年度)

1分12秒 1分12秒
達成 ○

　生活道路の整備等は，既存施設の老朽化や，社
会ﾆｰｽﾞの変化に伴い，安全性の確保，利便性の向
上等，毎年，多様な要望があり早期対応できない
現状にある。

(2021年度)

実績値
課題・懸案事項達成状況※

4件

(2021年度)

182,327人
(2018年度)

36

近年市内の広域
で浸水被害が発
生した最大規模
の降雨における
床上浸水被害家
屋数

39戸
達成 ○

(重要業績評価指標)

261,558人

33
道路の異常に起
因する事故件数

4件
達成 ○

　目標に対して未達成。目標値に対する達成率は
69.7％と約30％の乖離がある。2020年度に引き続
き，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響
により，電車やバスといった地域公共交通から自
動車等へ移動手段の見直しが進んでいる。しかし
2020年度より，年間利用者数は4,000人増加してお
り，少しずつではあるが，回復傾向にある。

34

整備対象区間に
おける緊急車両
の到達時間

1分12秒

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

計画値

(2019年度) (2021年度)
課題・懸案事項
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1622

道路整備課
道路保全課
土木用地課
建築指導課
市街地整備課

構成実行計画の見直し

　Ｃ－ＢＵＳ４路線の利用実態や沿線の人口動
態を踏まえ，必要な路線の運行を維持するとと
もに，効率的で持続可能なＣ－ＢＵＳのあり方
についても，地域のニーズやまちづくりの動向
も見据えて，路線の見直しの必要性を検討して
いく。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

　現地の確認や調査の結果を基に，安全性，緊
急性，公共性 ，利便性などを十分検討し，限ら
れた予算の中で，優先して取り組むべき内容の
選択をしながら，可能な限り効率的かつ効果的
に事業を推進する。

土木部
都市整備部

　構成する実行計画【162302　交通網整備促進
事業】においては，Ｃ－ＢＵＳの広告協賛収入
に基づいて『鈴鹿市内公共交通時刻表』を全戸
へ配布して，バス利用者の利便性向上と普及啓
発を図っている。市内地域公共交通事業者や自
治会代表などから構成される鈴鹿市地域公共交
通会議において，事業者や利用者の意見を踏ま
えながら引き続き事業を進めていく。【162303
西部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業】及び【162304
南部地域Ｃ－ＢＵＳ運行事業】においては，学
生や高齢者等の自ら移動手段を持たない移動制
約者の移動手段を確保するために引き続き事業
を進めていく。

担当部

担当課
　治水・浸水対策施設などの整備と維持管理に
ついて，構成実行計画で掲げる事業の推進が必
要であり，継続して実施していく。

　市内各地域の様々な課題に総合的な視点から
対応出来る様，鈴鹿市総合雨水対策基本計画に
基づき，事業効果の高い治水・浸水対策を,効率
的に推進していく。
　また，老朽化した施設は適宜必要なメンテナ
ンスを行い，継続的な治水安全度を確保してい
くと共に，河川や排水路に堆積する土砂・草木
等が流水阻害し，施設管理に起因する浸水被害
が発生しない様，維持管理を適切に実施し，予
防保全に努める。

1711

土木部

河川雨水対策
課
土木用地課

　生活道路の整備推進について，構成実行計画
で掲げる事業の推進が必要であり，継続して実
施していく。

土木部

道路保全課
土木総務課

都市整備部

都市計画課

　市道の維持管理について，構成実行計画で掲
げる事業の推進が必要であり，継続して実施し
ていく。

　安全性・公共性等を十分検討の上，舗装維持
管理計画等に基づき事業を実施するとともに，
効果的・効率的な維持管理方法について検討し
ていく。
また，事業の重要性や効果等を広く周知し，交
通環境に対する住民満足度の向上に努める。

単施
番号

1621

1623

単施
番号

担当部

担当課
所属の方向性
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※　達成：○，未達成：×

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)

74,029円 70,568円 74,000円
達成 ○

　成果指標である水道事業の企業債残高について
は，抑制を図ることを目標としており，2021年度
に72,000円以下となる結果となった。
　しかし今後においては，さらに人口減少が進
み，水道事業では水道使用量の減少が予測され，
水道施設の更新等に係る費用が経営に影響を与え
ることが予想される。
　また下水道事業では，汚水処理事業の整備手法
について更なる見直しが必要となってきている。

38
市営住宅の稼働
率

未達成 ×

37
公園内の運動施
設などの予約率

68％
未達成 ×

89.2%
(2018年度)

　2021年度の稼働率については，2020年度実績と
比較し上昇しているものの目標値を下回ってい
る。
　老朽化した団地の多くで，退去後の住戸につい
て大幅な修繕が必要となってきていることから，
以前から，有効で効率的な修繕方法の検討を行
い，材料や工法での削減は可能な限り尽くしてい
るが，空き住戸すべてについて修繕できていな
い。
　更に，近年，材料費や人件費が高騰しているこ
とから，１住戸当たりの修繕費が高額化してい
る。

(2018年度)

69.3% 72％

39

水道事業におけ
る給水人口１人
当たりの企業債
残高

(2019年度)

94.4％

ＫＰＩ 現状値

95.4％

　新型コロナウイルス感染症の影響で利用が控え
られた時期があったものの，一昨年度行った市
ホームページ更新による各施設紹介の充実及び深
谷公園へのサッカーゴール設置により，施設の利
用促進が図られ，達成率は昨年度の86％から96％
と改善された。鈴鹿市公共施設予約システムが本
年度から予約受付を開始し，来年度は実績値がさ
らに上がるものと考えている。
　また，鈴鹿市公園施設長寿命化計画（以下「長
寿命化計画」）に基づく公園施設の改修・更新に
ついて，国庫補助事業の要件を満たさない施設へ
の対応ができておらず，その対策が課題である。

実績値 計画値
達成状況

※ 課題・懸案事項
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担当課

単施
番号

　現在，鈴鹿市上下水道事業経営戦略の中間見
直しを行っており，より一層の経営健全化に向
け検討を進める。
　また，上下水道事業全般について，市民の理
解が得られるようホームページや広報等による
情報提供を積極的に行う。

　公園が親しまれ，憩いの場となるためには，
市内各公園の整備推進と適正な維持管理を続け
ていくことが必要である。また，長寿命化計画
に基づき，効率的かつ効果的に整備を行ってお
り，各事業を継続して実施していく。

　本年度から鈴鹿市公共施設予約システムの予
約受付を開始し，施設利用促進が図られ，実績
値がさらに上がるものと考えている。
　また，新型コロナウイルス感染症の中，感染
症に負けない体を作るために，体を動かした
り，屋外でリフレッシュし，心と体の健康を保
つ場として，身近な公園が注目されている。こ
のため，成果指標とした公園施設に限らず，引
き続き各公園の適切な維持管理や長寿命化計画
に基づき更新を進めるとともに，公民連携によ
る都市公園施設の多用途な利活用を検討し，市
民が安全で安心して利用できる魅力ある公園の
整備に努める。

　鈴鹿市上下水道事業経営戦略の計画期間の中
間期における検証及び見直しを行い，今後必要
な改定を行っていく予定である。
　水道事業については，人口減少と需要水量の
減少に見合った投資計画及び財源目標の見直し
を進める。
　公共下水道事業は，全体計画区域の抜本的な
削減を行う方針である。また農業集落排水事業
は，施設の長寿命化の取組を進める。

上下水道局

1713

都市整備部

住宅政策課

　当該単位施策を構成する実行計画は，適切な
市営住宅の管理戸数を維持し，適切な建物の維
持管理を行い，市民の生活環境の向上に努めて
いることから，手法や手段は概ね妥当と考え
る。
　なお，実行計画「171307：市営住宅外国人入
居者向け感染対策等ガイダンス事業」は単年度
事業であることから廃止する。

1714

経営企画課
経理課
営業課

　当該事業は，居住の安定の推進のため重要な
事業である。よって，セーフティネットとして
の市営住宅は今後も維持されなければならな
い。市営住宅の退去後修繕については，修繕項
目や内容を再度検討を行う。
　費用対効果の低い団地の入居停止を行うとと
もに，市民のニーズに合った住宅供給に努め
る。

1712

都市整備部

市街地整備課

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部
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※　達成：○，未達成：×

44

隣保館，児童セ
ンター事業への
参加者数

未達成

(重要業績評価指標)

41
汚水処理人口普
及率

92.8％
未達成 ×(2018年度)

　達成状況としては76.0％となり未達成となった。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い施設の一時
閉館や事業が縮小される中，感染症対策をとりな
がら単発事業を増やして，利用者の増加を図った
ものの，目標値を達成できなかった。

42人/ha 42人/ha

(2019年度) (2021年度) (2021年度)

　単位施策の成果指標の目標値に対して実績は
36.1％であり，未達成となった。新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため，じんけんフェスタ，人権
を考える市民のつどい，人権ふれあい劇場の開催
を中止したことが要因である。長引くコロナ禍に
おいては，新たな人権課題も生じており，対応が
求められている。

現状値
達成状況※

未達成 ×

×

○

3,228人 1,366人 3,780人

(2021年度)

65,645人
(2018年度)

(2018年度)

(2018年度)

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)

50,060人 65,900人

実績値 計画値

(2019年度) (2021年度)

　成果指標である「汚水処理人口普及率」とは，
公共下水道，農業集落排水施設及び合併処理浄化
槽を使用できる人口を住民基本台帳人口で除した
割合で，目標値94.3％に対し実績値93.5％と，未達
成ではあるものの実績値は確実に伸びてきてい
る。
　人口減少が確実になった現状を踏まえ，汚水処
理事業の整備手法について更なる見直しを行い，
総合的な生活排水対策を図る必要がある。

(重要業績評価指標)

(2018年度)
40

42％
未達成 ×

　成果指標である「基幹管路の耐震化率」は導水
管，送水管，配水幹線及び重要給水施設までの配
水管の耐震化率である。
　人口減少と需要水量の減少が予測され，水道料
金収入の減収傾向が懸念される中で，管路をはじ
めとした水道施設の更新のための財源確保は厳し
さを増してきている。

　単位施策の成果指標については達成となった。
しかし，市街化区域内沿岸部における宅地化の鈍
化傾向の長期化や，コロナ禍における開発許可件
数の減少が，今後の懸案となっている。
　また，区域区分いわゆる線引きを設定して約50
年が経過し，産業構造や土地利用などのニーズな
どが変化したことにより，市街化調整区域内の既
存建築物の有効利用など，新たな土地利用に係る
課題が生じている。

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況

※ 課題・懸案事項

課題・懸案事項

達成状況
※

基幹管路の耐震
化率

40％ 41%

42人/ha
達成

実績値 計画値

(2019年度) (2021年度)

現状値

(2021年度)

ＫＰＩ
課題・懸案事項

42
市街化区域内に
おける人口密度

43
啓発イベントの
参加者数

基本的方向３２：平等で平和な社会の実現

基本的方向３１：効果的な規制・誘導などによる快適でやすらぎのあるまちづくりの促進
(都市構造の変化に対応した適正な土地利用の促進）

93.5% 94.3％
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構成実行計画の見直し

単施
番号

2311

都市整備部

　現在，鈴鹿市上下水道事業経営戦略の中間見
直しを行っており，その結果を受けて，下水道
ビジョンの改定を行って，公共下水道事業の整
備面積の削減を行う。

1716

人権政策課

地域振興部

人権政策課

　現在の構成実行計画は，いずれも成果指標の
向上につながるものであり，引き続き事業継続
が必要なものであると考える。

所属の方向性
担当部 単施

番号担当課

地域振興部

1722

単施
番号

上下水道局

下水道工務課
営業課

　現在，鈴鹿市上下水道事業経営戦略の中間見
直しを行っており，その結果を受けて，将来の
水需要の減少を精査し，水道ビジョン及び水道
施設整備方針を改定する方針である。

　水道施設の更新にあたっては，投資の優先を
明確にして，可能な限りの国庫補助制度の活用
と新工法の検討等により歳出の削減に努める。
　今後発生が予想される南海トラフ地震等の大
規模災害に備えるため，更新優先度の高い基幹
管路の計画的な整備を進める。

上下水道局

水道工務課
水道施設課
営業課

　構成実行計画は，妥当であると考える。解消
法3法（障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消
法・部落差別解消法）を念頭に置き，隣保館に
ついては，より地域に親しまれる施設となるよ
う努め，事業を推進する。
　児童センターについては，児童に健全な遊び
を提供し，健康面・情操面に注意を払い，子ど
もの居場所・遊び場・交流の場として事業を推
進する。また，他事業についても，引き続き目
的に沿った適正な事業を推進する。

　隣保館，児童センターの設置の目的である
「啓発・福祉・交流」の拠点，地域に親しまれ
る施設として，利用者が安心して利用できるよ
う，新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を
徹底して行い，利用者増を図る。
　このほか，解消法3法を念頭に置き，隣保館，
児童センター設置の初期の目的達成のため，事
業内容等を工夫し，事業を推進する。

都市計画課

担当部

担当課

1715

　公共下水道事業については，鈴鹿市上下水道
事業経営戦略の中間見直しの結果を踏まえて全
体計画区域の削減を行い，除外することになっ
た市街化区域は，合併処理浄化槽を促進する区
域として整理を進める方針である。
　また農業集落排水施設については，施設の現
状を把握して，最適整備構想により維持管理計
画を策定し，施設の長寿命化や統合に向けた検
討を進める。

構成実行計画の見直し

2312

　構成実行計画は，妥当であると考える。感染
拡大防止対策をとった上で，啓発事業を実施
し，引き続き，市民に対し様々な情報提供を行
い，人権尊重・平和意識の向上を目指す。

　コロナ禍においては，新たな人権問題も生じ
るなど多様化する人権問題の解決に向け，効果
的で継続した人権啓発事業を行う必要があり，
今後も，新型コロナウイルスの感染拡大防止対
策を講じ，市民の人権意識の向上につながる啓
発事業を実施する。
　また，SNSなどによる悪質な差別書込みに対
し，早期発見・拡散防止を図るため，モニタリ
ングでの監視を強化する。

　市街化区域内沿岸部において，低未利用地の
増加による都市の低密度化に対応するため，空
き地，空き家などに対して今後も効果的な規
制・誘導を行い，適正な土地利用を促進する必
要がある。
　また，土地の許認可業務に関しては，すでに
様々な権限移譲が行われているが，市街化調整
区域内の既存建築物の有効利用など，地域の実
情に応じたまちづくりのため，新たな制度設計
の検討が必要である。

担当課

所属の方向性

担当部
構成実行計画の見直し 所属の方向性
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※　達成：○，未達成：×

45 達成 ○

市民の多文化共
生意識の普及度

52.7％
未達成(2018年度)

○

現状値 実績値

(2019年度) (2021年度) (2021年度)
達成状況

※

(重要業績評価指標)

男女比率が適正
な審議会などの
割合

達成

現状値

(2019年度)

男女共同参画意
識の普及度

66.6％

(2021年度)

60.0％

(重要業績評価指標)

基本的方向３４：多文化共生社会の実現

　成果指標の目標に対して，実績達成率は，61.2％
となった。コロナ禍において，生活様式の啓発に
力を入れて取り組んだが，多文化共生推進のため
のイベントや研修等の開催が困難となり，多文化
共生意識の向上につながらなかった。外国人市
民・日本人市民における個別の普及度では，外国
人市民が，87%から52%へと激減したのに対し，日
本人市民が29%から33%へと微増。全体的な普及度
が低い。

(2018年度)
59.3％

47

46

×

76.9% 64.7％

(2018年度)

基本的方向３３：男女共同参画社会の実現（女性の活躍推進）

ＫＰＩ 計画値

実績値

(2021年度)

36.7%

ＫＰＩ 計画値

70.9% 70.8％

　成果指標の目標に対して，実績は100.1％と達成
している。一方で，総合計画の個別指標の目標に
対し，実績値は低く，男女平等が広く市民に浸透
していない。また，コロナ禍で，ジェフリーすず
かの稼働率や利用者数が減少していることから，
施設の利用促進を図り，男女共同参画の拠点とし
て認知度を高める必要がある。

達成状況※

課題・懸案事項

　成果指標の目標に対して実績は118.9％と達成し
ており，各審議会等の所管課が積極的に男女比率
の適正に向けて取り組んだ成果が表れている。し
かし，未だ女性のいない審議会等も存在してい
る。

課題・懸案事項
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　構成実行計画は妥当と考えるが，センターの
利用を促進する事業運用を目指し，さらに男女
共同参画意識の普及度を高める。

2331

　成果指標の目標値を達成する手段として，多
文化共生や国際親善に関する事業に加え，これ
らの取組を推進するため様々な活動を行ってい
る国際交流協会への補助は妥当である。
　日本人市民，外国人市民ともに多文化共生意
識の向上をめざし，関係団体と連携をとりなが
ら啓発強化に努めていく必要がある。また，国
際親善や市民レベルの国際交流の展開からも異
なる文化や習慣の違いに対する理解を深め，意
識の向上に繋げていく。

　構成実行計画は，いずれも成果指標の数値向
上につながるものと考える。職員の意識向上
が，男女比率が適正な審議会等の増加につな
がっていると考えられることから，職員研修を
継続していく。また，個別指標の成果が低いこ
とから，啓発事業及び女性活躍推進事業を含め
て，全体的な取組の連携が必要であると考え
る。

　男女比率が適正でない審議会等に対し，引き
続き「審議会等委員への女性の登用推進方策」
に基づく事前協議を実施する。また，個別事業
の成果を引き上げるため，講演会やジェフリー
ふえすた等イベントの開催により，事業所や各
団体等への啓発を実施する。
　構成実行計画の基本計画となる「鈴鹿市男女
共同参画基本計画」の次期計画の策定に取り組
む。

2321

単施
番号構成実行計画の見直し 所属の方向性

単施
番号

2322

　さらに男女共同参画意識が浸透するよう，あ
らゆる場・世代に向けての啓発事業を進めてい
く。また，オンライン化に対応したデジタル機
器の導入により，環境整備が進んでいることを
広く周知し，施設の認知度の向上と利用促進に
努める。

構成実行計画の見直し 所属の方向性

　市民の多文化共生意識の普及度については，
前年度の実績値を大きく下回り，目標値に到達
しなかった。とくに日本人市民の回答に限れ
ば，普及度が30％前後で推移しており，目標値
との隔たりが大きい。目標値を達成できるよ
う，情報発信を強化し，交流や啓発の機会を増
やす必要がある。わいわい春まつりにおける市
民の交流や市制施行80周年記念式典における姉
妹都市との交流は，国際理解を進め，多文化共
生の啓発につながる絶好の機会と捉え，注力し
ていきたい。

担当部

担当課

地域振興部

男女共同参画
課

地域振興部

男女共同参画
課

担当課

担当部

地域振興部

市民対話課
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※　達成：○，未達成：×

○

　目標は，達成しているが，コロナの影響もあ
り，地域づくり協議会の活動定着や活性化のため
の支援方法を検討する必要がある。
　実際の活動の進捗状況は様々であり，その支援
が課題である。

(2019年度)

(2019年度)

実績値

50

市民相談事業の
評価アンケート
5点満点中の平
均点数

4.10点
達成 ○

155団体

48

鈴鹿市まちづく
り応援補助金に
よる，市民活動
団体または地域
づくり協議会な
どと行政との協
働による事業数

0事業
未達成 ×

(2021年度)

(2018年度)

279,000人
(2018年度)

4.50点

112,734人

　前年度に引き続き，市民相談事業のアンケート
調査における満足度は達成することができたが，
相談内容が多くて時間が足りなかったり，自分の
要求が認められなかったなどの理由が不満の要因
となっている。また，専門相談は希望者が多く，
早々に予約が埋まってしまい至急に相談が必要な
方のニーズに応えることが難しい。

現状値

(重要業績評価指標)

計画値

基本的方向３５：協働のまちづくり及び住民主体の地域づくりの推進

ＫＰＩ

(2021年度)

49

すずか市民活動
情報広場への登
録団体数（累
計）

未達成
127団体
(2018年度)

×52

公民館などで
行っている学習
活動への年間参
加者数

未達成
279,000人

　コロナ禍で閉館の期間もあり，目標達成できな
かったが，今年度は，開館日の増加が見込まれる
ため，数値の向上は期待できるものの利用者の年
代に偏りがあり，課題である。

0事業 1事業

51

鈴鹿市地域づく
り協議会条例第
７条「協議会の
事業」に掲げる
事業のうち，地
域計画に基づき
新たな事業に取
り組む地域づく
り協議会の数

0団体 28団体 17団体
達成

4.50点

×151団体

(2018年度)

達成状況
※

　2021年度目標値には達していない。コロナ禍で
活動自体がなかったのではないかと考える。
　活動が制限されたことにより登録団体の増加に
つながらなかった。
　目標達成には，市民活動情報広場の周知と活動
団体への支援が課題である。

課題・懸案事項

　成果指標の進捗については，60代以降の参加は
あるものの，若い世代の参加は少ない傾向であ
る。個別指標の実績は，コロナ禍で活動ができ
ず，結果として0件であった。
　市民，行政とも協働に対する意識の向上が課題
である。
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　構成実行計画には，廃止した事業もあり整理
できている。

　地域づくり協議会と行政の関係性について支
援のあり方の見直しを含め，整理の検討を進め
る。

地域振興部

2421

地域協働課

市民対話課

　実績値を維持・向上させるため，成果指標と
直接関連する市民相談事業や，同事業を補完す
る関係にある消費者保護事業は，妥当である。
相談内容を把握し，多様な相談と，できるだけ
早い日程調整に対応するため，他の相談機関と
連携し，適切な相談事業の実施に努める。ま
た，広聴事業は，単位施策の目的に直接関連す
るものであり，妥当である。

　市民相談事業の評価アンケートの結果，前年
度に引き続き，目標値を達成することができ
た。高い満足度が得られた一方で，依然とし
て，専門相談の予約が取りにくい状況が続いて
いることから，相談回数を増やせるよう，関係
者と協議を進める。また，広聴事業の「市民の
声」については，市の施策に応じて増減する傾
向があり，前年度同様多くの意見が寄せられ
た。引き続き，庁内での情報共有を速やかに行
い，「市民の声」を適切に市政に反映できるよ
う，進めていく。

2413

2422

　構成実行計画は，いずれも成果指標の数値向
上につながるものと考えられる。コロナ禍での
閉館などによる間接的な要因も解消されつつあ
るので，実行計画におけるソフト面，ハード面
での事業を継続して展開する。

　公民館をこれまでの生涯学習の場から発展さ
せ，地域づくりの場として，地域が主体となっ
た事業運営を行うことができるよう協働の仕組
みを検討する。 地域振興部

地域協働課

地域振興部

　単位施策の成果指標は，実行計画の活動指標
と直結しており，妥当なものと考えており継続
して取り組んでいくが，上記課題の改善は必要
と考える。

2412

単施
番号

2411

　構成実行計画は，関連性の薄いものもある
が，上記２事業を中心に個別指標の向上を図
り，成果指標の達成につなげる。

　市民活動広場を周知し，市民団体が相互につ
ながりを持てるよう支援する。活動しやすい環
境を整備するため，ソフト面での中間支援を行
いながら，より多くの団体の活動につなげる。

構成実行計画の見直し

地域振興部

地域協働課

　協働について市民や職員への啓発を継続して
行うとともに，鈴鹿市まちづくり応援補助金の
活用に向けた協働事業部門の周知により，活動
の推進を図る。

担当部

担当課
所属の方向性

地域振興部

地域協働課
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※　達成：○，未達成：×

54

研修受講者によ
る研修内容の評
価アンケートに
おいて，各項目
５点満点中の平
均点数

4.40点 4.30点 4.50点
未達成 ×

　2021年度の成果指標の実績値は2020年度と同値
であるが，オンライン研修の浸透により，研修実
施回数は2020年度：55回から2021年度：89回に増
加しており，オンラインを含めた研修内容の評価
向上を図る必要がある。
　地域と行政との協働のまちづくりを推進するた
めに，地域づくりに関する研修を行っているが，
市の職員として地域との協働の重要性に対する，
更なる意識の向上に努める必要がある。

(2018年度)

55

人事評価の目標
管理における個
人目標の達成度

90.0％ 93.7% 90.0％
達成 ○

　人事評価制度の処遇反映について，2022年６月
からの勤勉手当への反映に加え，昇任・昇格，昇
給への反映についても検討していく必要がある。
　専門職については，職員の新規採用の応募者数
の増加に向けて，OB訪問によるＰＲ等の継続的な
取組が必要である。(2018年度)

基本的方向３７：職員力と組織力の強化

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況※ 課題・懸案事項

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)

現状値 実績値

(2019年度) (2021年度) (2021年度)

53

トータルマネジ
メントシステム
や公共施設マネ
ジメントを意識
した取組を行う
職員の割合

35.7％
未達成 ×

基本的方向３６：行政経営力の更なる強化（公共施設マネジメントの推進）

計画値

42.6% 50.0％

ＫＰＩ

(重要業績評価指標)
達成状況

※

　ト－タルマネジメントシステムは，効率的・効
果的な視点のもと，運用改善を図りながら進行管
理を行っている。行政経営力の強化に向けては，
行政評価等をとおした改善（スクラップやビルド
＆スクラップ）の徹底が必要であり，予算編成へ
反映させるためわかりやすいシステムへの改善と
周知が課題となっている。
　公共施設マネジメントについては，今年度から
公共建築物個別施設計画の改定作業に取りかかる
が，公共施設等総合管理計画の数値目標である保
有量の削減を計画に反映し，コスト削減を図る必
要がある。そのためには，全庁的にそれぞれの構
造の理解浸透がカギとなっている。

(2018年度)

課題・懸案事項
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　職員のニーズや変化する社会状況の中で必要
とされる知識・能力を的確に把握し，効果の高
い研修を実施することで，研修内容の評価の向
上を図る。

　研修内容やコストの精査を図り，無駄なく，
職員のスキルアップに効果的な研修を実施して
いく。

総務部
地域振興部

2511

人事課
地域協働課

　各所属の新規，廃止などの事業の方向性や規
模について把握し，定年延長等を踏まえた適切
な職員管理に努める。

　2021年度の成果指標の実績値は，目標値を上
回り，目標を達成できている。今後は職員に対
し，人事評価制度の趣旨，目的を再周知し，改
めてその意義の認識の向上を図るとともに，適
正な処遇反映の実施により，より効果的な制度
となるよう努める。

総務部

2512

人事課

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部 単施

番号担当課

2521

政策経営部
都市整備部

総合政策課
公共施設政策
課

　構成実行計画は，トータルマネジメントや公
共施設マネジメントを管理進行するうえで欠か
せない実行計画となっている。
　ICTを活用した業務効率化の取組をさらに推進
するために，RPAやAI-OCR以外の活用を検討す
る。

　本市の行政経営力を強化し，持続的な行政経
営を行うために，行政評価・政策協議・ICTを活
用した業務の効率化・公民連携など，これから
の公共施設のあり方を通して，トータルマネジ
メントシステムを職員一人ひとりが認識し，意
識し，遂行することができるように取組を進め
ていく。

単施
番号構成実行計画の見直し 所属の方向性

担当部

担当課
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※　達成：○，未達成：×

58 将来負担比率
0％ 0％ 18％以内

達成 ○

　2021年度の実績値について，地方債借入の現在
高が減少する一方で，財政調整基金，地方債減債
基金，公共施設整備基金の取崩しもなく基金残高
が増大したこともあり，将来負担率が算定されな
い（=0％）状態を維持できている。今後，公共施
設の更新等を順次実施していくに当たり，将来負
担比率が目標値を超えることのないように可能な
限り，事業費の圧縮と平準化を行う必要がある。(2018年度)

基本的方向３９：財源の確保と計画的な財政運営

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況

※ 課題・懸案事項
(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)

57
現年度課税分収
納率

98.69％ 99.10% 98.88％
達成 ○

　成果指標の目標については，2020年度に比べ上
向き達成した。ただし，コロナ禍において，市税
滞納の件数及び金額において６割ほどを占める個
人市県民税滞納者の多くが非正規労働者であり，
滞納解消に有効な給与差押をしても，その勤務先
を退職をする方が多く，労働環境の変化から非正
規労働者が増えているが，このような状況下にお
いても，徴収率の向上がみられるため，より多く
の機会に，スマホ収納やクレジット及びネットバ
ンキング収納などのキャッシュレス決済の普及を
推進し，市民にとって利便性の高い納付方法が図
れるよう周知徹底を行う。

(2018年度)

基本的方向３８：行政経営力の更なる強化
（情報化の推進による行政事務の効率化と市民との情報共有）

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況※ 課題・懸案事項

(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)

56

市ホームページ
への年間アクセ
ス件数

1,121万件 1,842万件 1,307万件
達成 ○

　新型コロナウイルス感染症に関する関心の高さ
から，2020年度に続き2021年度も当該単位施策の
成果指標は目標値を大きく上回る結果となった。
一方，アクセス数の増加に伴い，ホームページに
掲載する情報の分かりやすさや検索のしやすさの
点で課題が顕在化している。
　また，基本構想の個別指標も一部の指標を除き
上昇傾向にあるものの，若い年代層や行政への関
わりが低い市民の評価が低い傾向が見られる。

(2018年度)

58



　構成する実行計画については，義務的なもの
又は特定の財源を伴うものであり，単位施策の
目標を達成するための手段として妥当と考え
る。

　税収において2021年度は懸念されていたよう
な新型コロナウイルス感染症の影響が及ぶこと
はなかったが，長期化することによる社会経済
への影響も考慮し，今後も注視する必要があ
る。歳出については，社会保障関係経費の増加
傾向が今後も続くものと見込む中で，公共施設
の更新，長寿命化等による市債発行が増加する
ため，財政調整基金の残高とのバランスを取り
ながら持続可能な財政運営を行っていく。

政策経営部

2532

財政課

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部 単施

番号担当課

　単位施策を構成する実行計画のいずれも市の
行政運営に不可欠な歳入である市税の賦課・徴
収にかかるものである。各事業の進め方などの
見直しは可能だが，構成実行計画の廃止などの
見直しには適さないと考える。各市税の賦課作
業から納期限までのスケジュールを適正に管理
し，迅速な滞納整理を行うための手段を考えて
いく。

　納税者への信頼や税への理解と納税意識の向
上につなげ，滞納者及び滞納額を増やさないた
め，広報等により納付方法の周知を図り，納期
内納付を啓発していく。
　また，適正な賦課に努めるとともに，現年度
滞納に対しては適切に督促，催告を行い，納付
がない場合は銀行への電子調査を有効活用し，
財産調査等により，収納率向上につながるよ
う，早期滞納処分に取り組む。

総務部

2531

納税課
市民税課
資産税課

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部 単施

番号担当課
　SNSを活用した情報発信手段に国内最大かつ
幅広い年代層で利用され多彩な機能を有する
LINEを新たに加えることで，若い年代層や普
段，行政への関わりが低い市民への情報発信を
強化する。
　また，国が示す自治体DX推進計画に基づき，
可能な行政手続きからオンライン化を推進する
ことで，市民の利便性向上を図る。

　市ホームページは開設後20年以上が経過し老
朽化が進んでいるため，リニューアルに向けた
検討を行い，分かりやすさ，検索しやすさの向
上を図るとともに，SNSのさらなる活用による
的確で分かりやすい情報の発信を行う。
　また，利便性とセキュリティバランス及び費
用対効果等を踏まえデジタル化を積極的に推進
することで，市民の利便性の向上を促進する。

政策経営部

2523

情報政策課
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※　達成：○，未達成：×

62

ストレスチェッ
クにおいて，高
ストレス者と判
定されない職員
数の割合

89.0％ 88.7% 91.0％
未達成 ×

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け，
前例のない新たな業務が発生したことにより，そ
の業務に従事する職員の負担が大きくなってい
る。

(2018年度)

61
運用元本の保全
率

100％ 100% 100％
達成 ○

　行政が保有する資産は，行政と市民との共有財
産であり，その管理については適切かつ効率的な
視点が求められる。
　その反面，効率至上主義に陥らないよう，また
潜在するリスクの的確な把握に努めていく必要が
ある。(2018年度)

59

行政の処分など
が適法（妥当）
と判断された割
合

89.5％ 94.4% 100％
未達成 ×

　行政運営に対する市民の信頼を得るためには，
業務上の根拠法令等の理解，遵守を基礎として，
適正な法令等の解釈及び制度の運用が必要とな
る。
　そのため，法務能力をはじめとした職員能力の
ほか，コンプライアンス意識の向上も必要であ
る。

(2018年度)

60

監査結果の指摘
事項に対する措
置率

100％ 100.0% 100％
達成 ○

　ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式や総合評価方式など契約方法が多
様化している。また，大型投資事業においてはPPP
をはじめ資金調達の方法に大きな変化が生じてい
る。近年は，交付金を背景として福祉，商工関連
を中心に，短期集中的に施行される事業が多く，
これらは比較的短いサイクルで役目を終えること
も多く，前年度比較がなじまないことも多い。監
査検査審査にあたり予備知識を獲得するための掘
り下げた事前調査が一層重要となっている。ま
た，一方でこうした状況に対応するためには薄く
広い切り口から，適宜ポイントを絞った方法を検
討する必要がある。

(2018年度)

基本的方向４０：適正な事務執行

ＫＰＩ 現状値 実績値 計画値
達成状況

※ 課題・懸案事項
(重要業績評価指標) (2019年度) (2021年度) (2021年度)
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　職員のメンタルヘルス対策について見直し，
職員が不健康な状態に陥らないよう，メンタル
不全の早期予防と早期発見に努め，相談体制の
充実など組織的な取組を行う。

　各所属の業務量を適正に把握し，計画的な人
員配置に努めるとともに，メンタル不全の職員
が相談しやすい環境の整備を図っていく。 総務部

公平委員会

2544

人事課
公平委員会

　成果指標の目標値を達成しており，行政資産
の適切かつ効率的な管理に資するよう，引き続
き事業に取り組んでいく。

　今後も目標達成を維持していくため，安全性
（元本の確保）を第一に，効率的な運用に取り
組んでいく。

会計課
総務部
都市整備部

2543

会計課
管財課
公共施設政策
課

　成果指標の目標値はおおむね達成している
が，目標達成の更なる向上を図るため，行財政
改革大綱に掲げる４つの視点を踏まえ，事業に
取り組んでいく。

　目標達成の更なる向上を図るため，今後も，
職員の法務能力等向上のための研修の実施や文
書管理事務の適正化に引き続き取り組んでい
く。
　また，鈴鹿市コンプライアンス推進大綱に示
す５つの行動規範を実践し，組織風土としての
定着及び職員意識への浸透を図る。

総務部
政策経営部
地域振興部
会計課
選挙管理委
員会事務局

2541
総務課
契約検査課
総合政策課
秘書課
戸籍住民課
会計課
選挙管理委員
会事務局

　いずれも手段としての妥当性は良好であり，
各事務事業の質的向上を図りつつ継続する。

　感染症拡大に伴い実施機関各所属の業務にも
大小の変化が生じている。交付金により執行さ
れるたくさんの新規事業に対しても，法令順守
のチェックに留意し，庁内業務の統制の促進に
努める。

監査委員事
務局
総務部
会計課

2542

監査委員事務
局
契約検査課
会計課

構成実行計画の見直し 所属の方向性
担当部 単施

番号担当課
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